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第23回鹿児島県原子力安全・避難計画等防災専門委員会 議事録

日 時：令和６年３月13日（水）9:30～13:00

場 所：アートホテル鹿児島

出席者：【 会 場 】井口委員，相良委員，地頭薗委員，中島委員，松成委員，

守田委員

【リモート】釜江委員，佐藤委員，塚田委員，古田委員，山内委員

１ 開会

（事務局）

定刻になりましたので，ただいまから，鹿児島県原子力安全・避難計画等防災専門委

員会を開会いたします。

お手元にお配りしております会次第に従いまして，進行させていただきますので，よ

ろしくお願いいたします。

はじめに開会に当たり，塩田知事が挨拶を申し上げます。

２ 知事挨拶

（塩田知事）

皆さん，おはようございます。

本日は大変お忙しい中，鹿児島県の原子力安全・避難計画等防災専門委員会に御出席

をいただきまして誠にありがとうございます。

また，日頃から本県の原子力安全・防災対策の推進につきましては，皆様方に格別の

御協力を賜っていることに厚く御礼申し上げます。

川内原発１・２号機の運転期間延長につきましては，専門委員会におきまして，科学

的，技術的な検証を行い，川内原発の運転期間延長に関して行った特別点検結果，劣化

状況評価及び施設管理方針の策定がそれぞれ適正になされていることが確認されている

こと，また，原子力規制委員会が厳格な審査を行い認可がなされていること，原子力規

制委員会及び九州電力には県の要請に対して，しっかりと答えていただいていること等

を踏まえ，総合的に判断した結果，昨年12月に県として了承いたしました。

また，先月10日には国や関係市町と連携して，原子力防災訓練を実施し，委員に御視

察を頂きました。

訓練では約210の機関，約4000人が参加し，今年度は新たに県バス協会や県タクシー協

会が参加しての避難車両配車システムの手順確認や原子力防災アプリによる住民からの

情報投稿への対応，能登半島の地震を受けての倒壊家屋からの救助などを行ったほか，

情報伝達や事態の進展に応じた段階的避難などの手順を確認する訓練を実施いたしまし

た。

県民の中には能登半島地震もあり，川内原発に関する不安をお持ちの方が多くおられ
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ます。

北陸電力の志賀原発は停止中であり，基本的な安全機能は維持できたと承知しており

ますが，県としては，情報の収集に努め，川内原発の基準地震動の見直しへの対応を含

め，国や事業者とともに県民への丁寧な情報提供に努めてまいりたいと考えております。

能登半島地震に関する知見については，今後，原子力規制委員会が収集していくこと

としております。

今後新たな知見等に関する原子力規制委員会での議論の状況を注視しつつ，皆様方の

助言・意見もお伺いした上で，川内原発の安全対策，防災対策について必要な見直し等

を行ってまいりたいと考えております。

本日の委員会では，原子力規制庁から高経年化した原子炉施設の安全規制を，九州電

力からは長期施設管理計画に係る対応及び基準地震動に係る設置変更許可と今後の取組

などについて御説明いただくこととしております。

また，今年度の原子力防災訓練の結果等について御論議いただくこととしております。

各委員の皆様にはそれぞれ御専門のお立場から率直な御意見等を賜りますよう，よろ

しくお願い申し上げます。

（事務局）

続きまして，会議開催に当たり，注意事項を申し上げます。

Ｗｅｂ会議となっておりますので，御質問や御意見等，御発言の際は，カメラに向か

って挙手し，指名を受けた後，名前をおっしゃってから御発言をお願いいたします。

なお，音声が聞き取りにくい場合などはおっしゃってください。

また，御発言されるとき以外は，パソコン画面下の音声ボタンをミュートの状態にし

ていただきますよう，よろしくお願いいたします。

それでは座長，進行をお願いいたします。

３ 議事

(1) 川内原子力発電所の安全性の確認について

① 高経年化した発電用原子炉の安全規制

（地頭薗座長）

皆さん，おはようございます。

スムーズな進行をよろしくお願いいたします。

それでは議事の（1）「川内原子力発電所の安全性の確認について」の①「高経年化し

た発電用原子炉の安全規制」について，原子力規制庁から御説明をお願いいたします。

（原子力規制庁）

おはようございます。

私，原子力規制庁の片野と申します。今，御紹介いただきました「高経年化した発電
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用原子炉の安全規制」について，制度の概要を資料１を基に御説明をさせていただきま

す。

めくっていただきまして，目次のところでございます。

本日，御説明する内容はこの４項目でございまして，まず一つ目が高経年化した発電

用原子炉の安全規制の改正経緯，こちら現行法から今度，変わりますのでこの点の改正

経緯を御説明いたします。

次に劣化の管理ということで，どのようなところを注意しなければならないかという

ところを御説明申し上げます。

３ポツのところが高経年化した発電用原子炉の安全規制に係る法改正ということを，

それから４ポツで新制度の内容，幾つかポイントがございますので，こちらを御説明差

し上げます。

あと，参考資料がついてございますけれども，こちらは適宜御参照ということにした

いと思っております。

めくっていただきまして３ページ目でございます。

この３ページ目のところ，矢羽根が幾つか打ってございますけれども，これが安全規

制の改正経緯でございます。

まず，一番上のところですけれども，もう昨年になりますけれども，令和５年５月31

日に国会において，発電用原子炉運転期間を原子力利用の在り方の観点から見直すと。

運転の開始から現行法の上限である60年を超えての運転も認めうる法改正がなされまし

て，昨年６月７日に公布をされたところでございます。

政府全体としてはそういうことなのですけれども，原子力規制委員会としてはという

ことで次の矢羽根でございますが，運転期間が変わるということになったときに，これ

がどのようなものになったとしても，運転開始から長期間経過した発電用原子炉の安全

規制を適切に実施できる仕組みを考えなければならないということで，そのための制度

を検討して，法改正に合わせて原子炉等規制法の改正を行ったということでございます。

これも，それぞれ同じ日に成立，公布されたということでございます。

三つ目でございます。

こちら，新制度の詳細な技術的な内容を検討するということで，高経年化した発電用

原子炉の安全規制に関する検討チームというのを設置いたしました。これで７回の会合

を公開の場で行ってまいりまして，議論を重ねてきたというところでございます。

こういった議論を踏まえまして，関係政令ですとか，規則，審査基準などについても

策定をいたしまして意見募集を行ったと。これは昨年の令和５年７月６日から８月４日

の30日間，意見募集を行って，これは最終的に令和５年８月30日の原子力規制委員会で

決定をしたというところでございます。

関係政令については，昨年９月12日に閣議決定されまして，規則については９月28日

に公布されたということでございます。

こういった一連の流れがありまして，昨年10月１日から新法が一部施行されまして，

事業者は今度，実際に新しい制度が入るのが，令和７年６月６日からなのですけれども，

法改正の本格施行の前に長期施設管理計画の認可に向けた事前準備ということで申請が

可能になったということでございます。
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ここまでが改正の経緯ということで，次に４ページ目を見ていただきたいと思います。

ここは，劣化の管理における幾つかのポイントということで，事業者における日常的

な点検・補修というものと，あと規制委員会による監視ということでございます。

矢羽根の一つ目にございますけれども，原子力施設における時間の経過に伴う劣化と

いうのは様々ございますけれども，例えば消耗品の劣化ですとか部品の摩耗と，あと設

備の経年劣化などあるのですけれども，この劣化の進展するスピードというのは場所と

か条件で異なるということで，それぞれの劣化のスピードに応じた適切なタイミングで

確認が必要になるというものでございます。

このため，事業者は法令に基づきまして，規制基準に適合した状態を維持させるとい

うことで，①ということで，日常的な巡視，点検というのをまずやっていると。その他，

②で13か月に１回の検査，定期事業者検査ですけれども，これを義務づけておりまして，

こういった活動の中で施設の状態を現在の規制基準に適合するというのを維持させると

いう取組を行っていただいているところでございます。

原子力規制委員会としては，こういった事業者の活動が適切に実施されているかとい

うことを原子力規制検査を通じて確認しているということであります。

これは，図で左側の方には事業者による点検，保修活動というのは書いてございまし

て，短いものから長いものまでいろいろな劣化の例がありますということをここに示し

てございます。

右側にございますのが原子力規制検査で，こういったところを監視して適切な対応が

なされているかというのを確認しているということであります。

次に，おめくりいただきまして５ページ目でございます。

こちらも経年劣化の管理ということで，高経年化に伴いまして，主要な六つの劣化事

象というのがありますけれども，よく話題になるものとしてここに述べてございます。

高経年化した原子炉施設ということでして，これは40年を一つの目安にしております

けれども，日常的な点検，保守に加えまして，追加的な対応が必要ということです。

高経年化によって起こる物理的な劣化事象の主なものということで，今ここに六つの

事象を図で示してございますけれども，こういったものは短期間で起きるような摩耗と

かそういうものではなくて，施設を長期間使うことによって徐々に進行していくという

タイプのものです。

こういった事象は原子炉の運転に伴う，主には放射線の照射とか，あるいは放射線だ

けではなくて，温度変化，圧力変化のようなもので発生するものと，あとは運転に限り

ませんで，停止している中でも進展する劣化というものもございまして，そういったも

のをそれぞれ評価をしていく必要があるということでここに示してございます。

図の中でややオレンジ色で示しておりますところが，運転に伴い，劣化が進展するも

のということで，①ということで低サイクル疲労というのを書いてございます。これは

発電所を運転したり，停止したりというときに生じるような影響が疲労として蓄積する

というものを考えられるというものです。

あと②は中性子の照射によって材料が劣化するというようなもの，③も中性子の照射

で応力腐食割れの感受性が高くなるというような劣化が考えられます。

④は１次系の配管などで使われているような２相のステンレスなのですけれども，こ
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ういったものの熱時効といいまして，高温で長期間使っていた場合にその材料の靭性が

低下するというようなことに起因するものでございます。

こういったものが運転中に考慮すべき劣化事項ということでございますけれども，他

にも停止していてもということで言いますと，青で示しているところが停止中でも劣化

するものの例として，二つ上げてございます。

これは，電気・計装設備ということでケーブルの類といったものは，運転している，

いないにかかわらず，一定の劣化というのは進んでいくということでございます。

あと，コンクリート構造物の場合は，コンクリートの中性化というのが問題になった

りしますので，こういったところも時間によって進展するものであり，運転をしていな

いからといって劣化が止まるというものではございません。

おめくりいただきまして，次は６ページ目でございます。

高経年化した発電用原子炉の安全規制に係る法改正というものであります。

矢羽根の一つ目のところですけれども，現在もう既に運転期間の延長認可という制度

がございまして，高経年化した原子炉の安全規制というのがございますけれども，現行

の規制は①ということで，運転期間の延長認可制度，これは40年を超えて運転する前に

は認可を受けてくださいということで，川内原子力発電所でいえば昨年11月に認可を取

得したというものでございます。

他にこの②に高経年化技術評価制度というのがございまして，保安規定の中で長期的

な施設管理の方針というのを定めて，認可を受けているというものです。

これは30年を経過した原子炉から，こういった対応がなされているというものであり

ます。

矢羽根の二つ目ですけれども，運転期間の延長認可制度というのは運転開始40年の時

点で事業者が劣化の評価をするということでして，延長期間は最大で20年となりますの

で，現行はこの20年を超えない範囲で基準適合性を維持できるかということを技術的に

評価しているというものであります。これが認可されなければ，40年を超えて運転する

ことはできないということになります。

高経年化技術評価は運転開始してから30年から10年ごとに行うものということで，こ

れは施設の劣化というのを管理するために事業者が策定している制度で，これを保安規

定の中で我々は確認をしているということになります。

新しい仕組みというところで，令和７年から始まる新制度についてはこの二つを統合

するということで，現状40年で認可を受けるということになっていますけれども，これ

を運転開始30年から10年を超えない期間ごとということで，事業者が将来の劣化を予測

すると，劣化の管理をするという期間の計画を定めまして原子力規制委員会の認可を得

られなければならないという制度にしてございます。

こういった制度改正によりまして，基準への適合性を確認する頻度が10年に１回に増

えるということで，これまで40年の運転期間延長は１回取り切りでしたけれども，これ

は10年ごとに確認していくということと，あとは10年ごとに定める計画の内容や審査も，

従来よりは詳細なものになるということで，規制が強化されたということでございます。

おめくりいただきまして７ページ目でございます。

７ページ目は現状のその制度をお示ししているというもので，上が現行の制度です。
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２本ございまして，高経年化技術評価制度というのが30年以降始まっておりますという

ことと，運転期間延長認可制度というのは40年のところで発生しているというものでご

ざいます。

下の方はこれを統合した形で新しい制度ということで発足しているということを示し

ている図になります。

８ページ目を御覧いただきまして，ここからは新制度の内容になります。やや細かい

内容も入ってございますけれども，代表的なところを御紹介申し上げます。

８ページ目の一番上は，何度も申し上げましたけれども，運転開始から30年を超えて

10年を超えない期間ごとに長期施設管理計画というのを事業者が策定して，原子力規制

委員会の認可を受ける必要があるということでございます。

この中にはどういったことが書かれているのかというのが次の矢羽根のところでして，

ポツが幾つか打ってございますけれども，まずは長期施設管理計画の期間，これは最大

10年ということですので，10年間の間の評価，どういうことをするということと考えら

れます。

あとは劣化の評価の方法，通常点検のやり方とか，劣化点検のやり方，あと特別点検，

これは40年のところでやっているような点検ですけれども，特別点検の方法とその結果

と，あとは経年劣化に関する技術的な評価に関する事項というようなことを記載するこ

とになっております。

あとは，次のポツに行きまして発電用原子炉施設の劣化を管理するための必要な措置

というもの，あと次のポツに行きまして技術の旧式化というところもありまして，発電

用原子炉施設の安全性を確保するために必要な物品又は役務の調達に著しい支障が生じ

ることを予防するための措置，これはよくその部品が入手できなくなるということが長

期的には考えられるので，そういったことをちゃんと考慮しておくことという規定でご

ざいます。その他，劣化のための基本的な方針とか目標，あと品質マネジメントシステ

ムとかが規定されているということでございます。

進んでいただきまして，９ページ目でございます。

こちらが，長期施設管理計画に記載されるべき内容ということで，右側に書いてある

のは添付資料になります。これは申請に添付する資料ということで本文を説明するもの

です。左側は長期施設管理計画に記載いただく内容ということで，先ほど申し上げたよ

うな内容を記載いただくということになっております。

このための認可の基準というのを下の矢羽根に書いてございますけれども，三つござ

います。まず，規制委員会規則で定める基準，これは審査基準でございますけれども，

これに適合するものであることというのが一つ目です。次は，災害の防止上支障がない

ものということで，これも管理上問題がないということを確認するためのものになって

おります。

最後のポツですけれども，これも当該期間内に安全性を確保するための基準というこ

とで，原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであることということを述べ

ております。

おめくりいただきまして，10ページ目でございます。

劣化状況の把握のための点検ということで，これは一つ目の矢羽根のところにござい
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ますけれども，運転開始から40年の時点で詳細な特別点検というのを行ってもらってい

ますが，これは新制度でも行うということにしております。

あと60年以降，もし何かやると，運転するということを考えるのであれば，追加点検

ということを行うことになりますが，追加点検の項目は基本的には特別点検と同じとい

うことでございますけれども，ただ40年から60年まで運転する間にいろいろな知見が得

られて，プラントの特徴に応じて更に追加的にやらなければいけないことが明らかにな

れば，そこはやっていただくということになっております。

おめくりいただきまして，11ページ目でございます。

新制度に向けた手続ということでございまして，年表のように下に示してございます

けれども，昨年６月７日に法律が公布されたということでして，赤で書いております左

側の方，10月１日から長期施設管理計画の準備を行う行為ができるようになりましたと

いうことで，一部の原子力発電所からは既に準備行為として申請が出ているというとこ

ろでございます。

旧制度といいますか，現行の制度は来年，2025年６月５日までということでして，こ

の翌日の2025年６月６日以降も運転しようとする事業者については，現行新しい長期施

設管理計画制度が適用されますので，長期施設管理計画を申請して，認可を受ける必要

があるということになっているというものでございます。

制度の説明としては以上になりまして，参考資料でございますけれども，後ろの方は，

13ページ目とか，14ページ目のところは，原子炉等規制法における段階規制の枠組みと

いうことで，どういった形で審査，検査に取り組んでいるかというのを御説明している

というものでございます。

この中で，あと劣化に関する話で言いますと，17ページ目でしょうか，こちらを見て

いただきますと，プラントごとの運転年数というのを，本日時点でございますけれど，

書かせてもらっております。

こちらで言うと九州電力の川内原子力発電所１号機は左側の列，39年というところで

記載されております。あと，川内原子力発電所２号機は38年目ということで，こちらは

両方とも昨年11月に運転期間延長認可を受けているというところでございます。

私からの説明は以上でございます。

（地頭薗座長）

ありがとうございました。

それでは，ただいまの御説明に御質問等お願いいたします。

中島委員お願いします。

（中島委員）

はい，中島です。御説明ありがとうございました。

まず確認なのですが，新しい制度，これは７ページに分かりやすい絵が載っておりま

して，30年から10年ごとに，毎回確認してもらいますということ，あと40年目は特別点

検を今までどおり実施しますということなのですが，これで見ると，60年超えた後も線

が引いてあって「続く」となっていて，この説明だけ読むと80年でも100年でも10年ごと
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にちゃんと確認をすれば，延長できるというふうに読めそうなのですが，これは，まず

規則上はそういうことに対して何か縛りがあるのか。確か，外的要因とかで止まってい

る期間はカウントしないというのは，どこかの法律には記載されたと思うのですけれど，

その規制規則の枠組みの中では縛りみたいなのは何か設けているのでしょうか。

（原子力規制庁）

御質問ありがとうございます。原子力規制庁の片野でございます。

今の御指摘のところは，正に60年を超えて運転できるかというところだと思います。

原子炉等規制法の中にはその縛りの部分は実はなくて，この部分は電気事業法の方に

今規定をされておると，そして事業者は今，正に中島委員がおっしゃったとおりなので

すけれども，例えば何らかの事情によって停止期間が生じてしまったと。一つよく想定

されるのは訴訟の期間の停止ですとか，あるいは新基準に適合するための工事期間です

とか，相当期間停止していたということが想定される場合に，こういったところは20年

の他にどのぐらい延ばすかというのを経済産業大臣に申請をし，認可を受けるというこ

とになっております。ここが適切な期間として認められれば，確かにそのカレンダー上

は60年を超えて運転されるということはあり得るということになります。

ただ，原子力規制委員会としましては，そういった事態があったとしても適切な安全

規制を行うということで今回の制度を定めておりまして，万が一60年を超えて運転する

ような場合にも劣化評価などがなされているということを確認していくということでご

ざいます。

（中島委員）

はい，分かりました。

では，規制側としては飽くまでも技術的にしっかりと見ていて，問題ないということ

を確認するということで，それがどこまでできるかは電気事業法の側の利用の方で事実

的には制約されているという理解かと思います。ありがとうございます。

あと，もう１点よろしいでしょうか。次のページの８ページのところで，長期管理計

画の記載事項うんぬんということが書いてあって，その中の技術の旧式化というところ

が，下から三つ目の黒丸のところにありますが，御説明の中では特に交換部品の調達と

かに対応するということだったのですが，この中にはいわゆる設計思想の劣化というか

陳腐化みたいなものは入ってこないのでしょうか。

（原子力規制庁）

ここも非常に重要な御指摘だと思いますので，ありがとうございます。

ここは，長期施設管理計画の制度としては直接はそこまではスコープに入っていなく

て，今主に入っているのはやはり部品とか調達品の管理というのと，もう一つはバック

フィット，我々が技術基準とか許可基準を見直したときにこれに適合するということで

基本こういった活動で安全性の担保をしてもらうのですけれども，今，正に中島委員か

ら御指摘いただきました設計思想の古さというのをどう扱っていくかというところは確

かに課題としてございまして，ここは安全性向上評価制度という制度の方で，どのよう
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に考えていこうかというのを正に今，我々の方にあります炉安審・燃安審という審議が

ございまして，あちらで御議論を頂いておりまして，ただ重要なポイントではございま

して，今後それも長期的な課題かもしれませんが，どうやって見ていくかというのは検

討していかなければならないことだと理解しております。

（中島委員）

分かりました。

ありがとうございます。以上でございます。

（地頭薗座長）

はい，ありがとうございました。

はい，守田委員お願いします。

（守田委員）

九州大学の守田と申します。

御説明いただき，ありがとうございました。

今，中島委員の方から御指摘がありました点について，私の方からもお伺いしたいの

ですけれども，設計が古い原子力発電所を更に運転延長して良いものかという，漠然と

した不安が一般の方々にはあろうかと思います。物理的な高経年化に対する対策として

は，今日御説明を頂いたように，継続的にその安全性を維持するための仕組みが規制側

の方からもしっかり整備されていると理解をいたしました。

昨年県の方からの意見書の中でも，こういった設計の古さに対する対応については，

しっかりとその安全対策の高度化を継続的に目指してくださいということが事業者，規

制側の方にも意見書として出されているところでございます。

その点に関しては，事業者側さんの方からはＡＴＥＮＡの設計の経年化評価ガイドラ

インというものに沿って，プラントの設計が異なることによる安全性の弱点を抽出した

り評価する仕組みがしっかり構築されていて，事業者さんもその安全性向上評価の届書

の中で，そういったものにしっかり対応して継続的な安全性向上を図っていくというこ

とが，今行われていると理解しております。

一方で規制側の方から，そういったものの届出の内容を確認して，評価していくこと

がこれから中心になるのか，それとももう少し踏み込んでバックフィットのような仕組

みもこれから導入することが考えられるのか，その辺のところどのような議論がされて

いるのか少し御紹介いただければと思います。

（原子力規制庁）

御質問いただきまして，ありがとうございます。

なかなかここも難しい話ではございますけれども，設計の古さというのが幾つかの要

素があるのだと思いますけれども，その中で幾つか，高経年化の中で手当ができるよう

なサプライチェーンの話であったり，バックフィット的な話はここで手当ができるので

すが，その委員が正におっしゃったような設計の思想としての古さというのをどう扱っ
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ていくかというのは，難しい課題ではあるとは思っています。で，一つは今，御案内い

ただきましたように事業者の方で安全性向上評価制度の中で，例えば最新のプラントと

か，他のプラントとの比較により，自己のプラントの改善すべき点というのを探ってい

くという取組も一つありますし，我々はそういったものを，届出を受けて，中で確認し

て，もし制度として運用すべき必要があるのであれば，基準として取り込むということ

は当然考えられるとは思いますし，ここはちょっと今後の取組としてどうかというのも

あるとは思います。

あとそのほか，今こちらの審議会の中でも御議論いただいているところですけれども，

事業者とこういったものについても引き続き意見を交換しながら，制度に取り込むべき

ようなものがあるかどうかというのを御意見を聞きながら進めていくというのも必要な

取組であろうと考えております。

（守田委員）

設計の古さということが一つ重要な課題であるということを事業者さん側の方も規制

側の方もしっかり御認識をいただいていると理解をしておりますので，是非その点，ど

のようにこれから対応を図っていくのか，機会があれば，この委員会の中でもまた御紹

介いただければと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。

（地頭薗座長）

はい，ありがとうございました。

ほか，ございませんか。

はい，佐藤委員お願いします。

（佐藤委員）

佐藤でございます。御説明どうもありがとうございました。

私がお伺いしたいのは，必ずしも高経年化の問題に直接的ではないかもしれないので

すけれども，この法改正，原子力に関するこの法改正とか規制改正に関連した全般的な

話になるかもしれないのですけれども，日本の法令規制等，諸外国の規制を比較した場

合，大分差があって，どんどんここのところこの差が開いてきているなという印象があ

るわけです。例えば，今日本では，運転サイクルを13か月が経過しない頻度でというふ

うになっているわけですし，それからパワープレート，もともとの発電出力，原子炉出

力を10％，20％引き上げるといったことも，もうほとんどの国で採用されているわけで

して，日本の状況というのは，非常に遅れているというのは言葉遣いが適切かどうか分

からないのですけれども，全然変化が見られないという違いが見受けられるわけです。

今回の運転寿命を40年から60年，更にその60年以上というふうな法改正が非常に急ピ

ッチだったという印象があるのです。やはり規制側としては，国会でそういう議論が始

まってから，そこら辺の研究とか，情報収集，分析をするというのではやはり追いつか

ない。

当然，諸外国の動向を見ながらプロアクティブに進めていかないといけないのだとい

うふうには思うわけです。この運転サイクルに関しては，例えばアメリカは18か月とか
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２年とか，最近はもう３年という話まで出てきている状況ですので，やはりそういう変

化も日本でも議論され出すのかなというような推測もしているわけなのですけれども，

そこら辺も当然これらのこの変更，改正は，経年化にも影響する要因になるわけで，や

はり規制側としても，あらかじめのプロアクティブな研究，分析ということを進めてお

かないといけないのかなと。それが日本で採用されるか否かというのは別問題として，

そういうことはしておかないといけないのではないかなというふうにも感じるわけです。

ということで，そういったところの今後の予想される法改正に向けた活動みたいなこ

とが，何かお答えできることがあれば，お聞きしておきたいと思います。以上です。

（地頭薗座長）

はい，規制庁からお願いします。

（原子力規制庁）

はい。御指摘ありがとうございます。原子力規制に対する今後の展望ということで，

規制も受け身ではなくて，積極的に諸外国の情報を取り入れてという御指摘だと受けと

めました。

こういうところは正におっしゃるとおりでして，我々も規制をどんどん進めていくと

いう上で，そのような情報を収集していく活動は重要だと考えております。

直接のお答えになるかどうかはなかなか難しいですけれども，原子力規制委員会の中

には技術情報検討会という公開の情報収集の場を設けておりまして，こういったところ

で諸外国の事故・トラブルだけではないですけれども，そういった情報を収集して議論

をし，規制に取り組むべきものがあるかというのは常に活動としては実施しております。

バックフィットなどはこういった活動でやっていくところも結構あるのですけれども，

委員おっしゃっているのはそれにとどまらず，もうちょっと広域的な大所高所からの御

意見かとは思っております。ここは長期的には引き続き取り組んでいかなければならな

い課題だと思っております。すみません。なかなか難しいところで答えが中途半端で申

し訳ありません。このようなところでございます。

（地頭薗座長）

はい，ありがとうございます。

ほか，よろしいでしょうか。

はい，相良委員お願いします。

（相良委員）

量研機構の相良と申します。御説明どうもありがとうございました。

11ページのところでお尋ねしたいのですが，今回の長期施設管理計画，川内原発の方

もこの後説明いただけると思うのですが，他の原発とかも，恐らく同じようにされてい

ると思うのですが，それらは全てこの11ページにあるように2025年６月５日までに全部

出さないといけないということになっているのでしょうか。

あと10年ごとにやるということでしたら，大体10年のサイクルでそのような一斉に出
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てくるのかなというふうに思いまして，規制庁の皆さんすごくお忙しいのに，そんなに

一気にやって大変だなというのがちょっと私の感想なのです。そこのところ，よろしく

お願いします。

（原子力規制庁）

御質問ありがとうございます。我々の体制にも関する話ですので，非常に重要な関心

の一つかなと思っております。ありがとうございました。

おっしゃるとおり，新制度が来年，2025年６月６日から始まりますので，これを超え

て運転したいという事業者がいれば，この期限までに全て長期施設管理計画を認可いた

だく必要があるということになります。なので，昨年，現行制度で運転期間延長認可を

取得しました川内原子力発電所１号機，２号機についても，新制度でも認可を取ってい

ただくということが必要になります。これは他の原子力発電所についても同じというこ

とになります。

ただ，１点違いますのは，これは事業者は望まないかもしれませんけれども，2025年

６月６日を超えて，認可を取得したとしても，それでも構わないわけです。その期間は

運転できませんけれども，そういうこともできるわけでして，これまでの40年の制度で

すと，その40年を超えて運転しようとするとそれまでには絶対認可を受けなければなら

ないような感じになっていましたので，なかなかこの40年を超えて認可を取るというこ

とは考えられていないし，現にそういうところはないわけなのですけれども，新制度で

あれば，望まないかもしれませんが，６月６日を超えて認可を受けたとしてもそこから

運転することが可能ということにはなります。

審査の体制については，確かにこれから非常に多くの申請が見込まれますので，我々

としても，これまでにやってきた評価で活用できるものは合理的に使って審査をしてい

こうというところでもありますし，高経年関係の審査を担当する部署についても新しく

設けるというようなことも今，検討しているところで，こういった体制の強化というの

も引き続き取り組んでいきたいと思っております。

（地頭薗座長）

はい，ありがとうございます。

ほか，よろしいでしょうか。

はい，釜江委員お願いします。

（釜江委員）

はい，京都大学の釜江でございます。

簡単なところを１点だけ確認したいと思います。10ページ，先ほど中島委員からも言

及された60年以降の話で恐縮ですが，10ページに40年目の特別点検というのはこれまで

どおりということで，その下に60年以降の追加点検という言葉が新たに書かれています。

これはその下に書いていますように，特別点検と同じであって良いし，違っても良いと

いうことが書かれています。多分これは規制要求としてあるのだと思いますが，そうし

たときに先ほどの７ページで，60年以降については余り細かく言及されていないのです
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が，ここには特別点検のことであったりとかが書いてありますが，さきほどの追加点検

ということがここには書かれていないのですが，特に意図して書いていないというわけ

ではないと思いますが，そういう理解でよろしいですか。実際はここの60年目のところ

に特別点検とよく似たような点検をしなければいけないという理解でよろしいのでしょ

うか。よろしくお願いします。

（原子力規制庁）

はい。御質問いただきましてありがとうございます。

そのとおりでございまして，通常ですと40年から20年の延長で60年ということで考え

てはおるのですけれども，先ほど最初の質問にありましたように，停止期間などの理由

で，60年を超えてもし運転しようとする発電所がある場合には，この時点で特別点検を

行っていただく必要があるというのは，今お話しいただいたとおりでございます。図の

中では特に明示はしておりませんけれども，そういうことであります。

（釜江委員）

はい，ありがとうございました。

（地頭薗座長）

はい，ありがとうございます。

ほか，よろしいでしょうか。

規制庁の皆様，ありがとうございます。

② １，２号機の長期施設管理計画に係る対応

（地頭薗座長）

それでは次の議事②「１，２号機の長期施設管理計画に係る対応」について，九州電

力から御説明をお願いします。

（九州電力）

皆様おはようございます。九州電力の豊嶋でございます。

説明に先立ち，一言御挨拶申し上げます。

委員の皆様には日頃から川内原子力発電所の運営や安全性，信頼性向上への取組に関

しまして，貴重な御意見，御指導を賜り，誠にありがとうございます。

まずは元日に発生した能登半島地震でございます。石川県などを中心に甚大な被害を

もたらしており，被災された住民の方々には心よりお見舞い申し上げます。

志賀原子力発電所の状況でございますが，地震の揺れにより，使用済燃料プールの水

が管理区域内に漏れる事象や，変圧器の油漏れなどが発生しましたが，原子力発電所の

安全上重要な止める，冷やす，閉じ込めるの機能は確実に保たれ，安全な停止状態を維

持しております。

なお，志賀原子力発電所の状況につきましては，電気事業連合会のホームページに随
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時，情報公開を行っておりますので，是非御覧ください。

また，当社としては，今回の地震を受け，安全対策や防災対策について，新たな知見

が得られた場合，真摯に対応していく所存でございます。

さて当社，川内原子力発電所１，２号機でございますけれども，現在順調に安全・安

定運転を継続してございます。川内１号機は本年６月から定期検査を予定してございま

して，その後，40年を超えた運転に入る予定でございます。

引き続き緊張感を持って，安全・安定運転に社員一丸となって取り組むとともに，今

回，法令の改正に伴う長期施設管理計画についても適切に対応してまいります。

それではお手元にお配りしている資料に基づきまして，川内原子力総合事務所の川江

から説明させていただきます。

（九州電力）

九州電力川内原子力総合事務所の川江です。

私の方から，資料２に基づきまして，川内１・２号機の長期施設管理計画に係る対応

について御説明させていただきます。早速ですが，１ページ目を御覧ください。

法改正の内容ですが，先ほど原子力規制庁様より御説明されて，一部重複するかと思

いますが，御容赦いただきたいと思います。

国際的なエネルギー情勢を踏まえ，エネルギー安全保障の確保と気候変動問題への同

時対応を可能とするため，2023年２月に原子力の活用を含む「グリーン・トランスフォ

ーメーション実現に向けた基本方針」が閣議決定されました。

2023年５月には，この基本方針に基づきＧＸ脱炭素電源法の法案が成立いたしました。

これに伴い，原子力発電所の運転期間に関する法律が，原子力規制を規定する原子炉

等規制法から，原子力利用を規定する電気事業法へ変更となりました。

また，30年を超えて運転する場合の高経年化技術評価については，原子炉等規制法で

規制を行うこととされ，原子力規制委員会による長期施設管理計画の認可が必要となり

ました。

次ページを御覧ください。法改正の内容についてですが，現在の制度と新しい制度の

比較を図に示しております。

ページ左側の現在の制度についてですが，原子力発電所の運転期間は，原子炉等規制

法において40年とされていますが，原子力規制委員会の認可を受けることで，１回に限

り20年を上限として延長することができております。

また，併せて同じく実用炉規則に基づき，運転開始から30年を超える発電所は，10年

ごとに高経年化技術評価を行い，保安規定の変更認可手続が必要となっておりました。

一方，ページ右側の新しい制度では，運転期間を延長する場合には，電気事業法に基

づき，経済産業大臣の認可を得ることが必要となり，延長期間は20年を基礎とし，事業

者が予見し難い事由による停止期間を加算できるとされております。

また，右下に記載していますように，高経年化に係る安全性の確認については，原子

炉等規制法に基づき，30年を迎える前に，高経年化技術評価等を含めた長期施設管理計

画を策定し，以降10年を超えない期間ごとに原子力規制委員会の認可を得る必要があり

ます。
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次ページを御覧ください。川内原子力発電所の運転期間延長でございますが，2022年

10月に運転期間延長に係る認可申請を行いました。

昨年11月１日に原子力規制委員会より，現制度に基づく20年間の運転期間延長の認可

を受領するとともに，12月には薩摩川内市長から容認，鹿児島県知事から了承を頂きま

した。

さて，2025年６月６日から施行される新制度への対応ですが，既に現在の原子炉等規

制法の下，運転期間延長が認可された川内１・２号機については，新しい制度での電気

事業法に基づく20年間の運転期間延長についても，認可されたものとみなされることと

なります。一方で改正後の原子炉等規制法では，運転開始から30年を超えて運転する場

合，次の10年間の措置を示した長期施設管理計画の認可が新制度施行日である2025年６

月６日の前日までに必要となります。

川内１・２号機につきましては，新制度施行日時点での運転期間がそれぞれ異なりま

すので，この長期施設管理計画の申請についても，１・２号機で少し違った申請となり

ます。具体的な申請内容については次ページで御説明させていただきます。

次のページを御覧ください。このページでは，川内１・２号機の運転期間と法制度の

関係を概略図で示しております。

川内１号機については，本年７月４日に運転開始後40年に到達しますが，現制度で運

転期間延長認可を頂いておりますので，40年を超えて延長運転が可能となります。

ただし，新制度の施行日である2025年６月６日以降は，今後，新たに策定する長期施

設管理計画に基づき，運転することとなりますので，施行日前日までに，運転開始50年

までの長期施設管理計画の認可を得る必要があります。

また，川内２号機については，運転開始から30年に到達しているため，新制度施行前

日までに，運転開始40年までの長期施設管理計画の認可を得る必要があります。

さらに川内２号機は，運転開始40年に到達する2025年11月28日の前日までに，50年ま

での長期施設管理計画の認可を得る必要があります。

次ページを御覧ください。川内１・２号機の運転期間延長については，これまで鹿児

島県原子力安全・避難計画等防災専門委員会及び分科会において，科学的，技術的に検

証していただきました。改めて御礼申し上げます。

今回策定する長期施設管理計画は，これまで専門委員会及び分科会で確認いただいた，

運転期間延長に係る特別点検結果，劣化状況評価結果，施設管理方針を基に策定するこ

とといたしております。

また，これに加え，サプライチェーン等との管理や品質マネジメントシステムについ

ても追記してまいります。

サプライチェーンの管理とは，発電所の機器や機器の点検部品に製造中止が発生した

場合等においても，メーカーや他電力と情報共有するなどして，調達に著しい支障が生

じないようにする措置のことです。

サプライチェーンの管理に対する実施体制や役割等を明確にした上，対応方針を記載

していく予定です。

品質マネジメントシステムについては，現在，保安規定に定められている品質マネジ

メントシステムを踏まえ，劣化管理に係る点検，評価，追加の措置，サプライチェーン
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管理などの一連のプロセスについて記載する予定としております。

当社は，今後準備でき次第，新制度に基づく申請を行い，国の審査に真摯かつ丁寧に

対応するとともに，地域の皆様に安心し信頼していただけますよう，積極的な情報公開

に努めてまいります。説明は以上でございます。

（地頭薗座長）

はい，ありがとうございました。

それでは今の御説明に御質問等お願いします。

はい，佐藤委員お願いします。

（佐藤委員）

はい，佐藤でございます。どうも御説明ありがとうございました。

今の御説明の内容からちょっと逸脱しているかもしれないのですけれども，高経年化

対策の業務，それから重大事故対策のいろいろな対応など非常に発電所の業務が増えて

きているのではないかと思うわけです。

設置許可申請書の中に，各発電所のスタッフの数とか，どういう分野の職員なのかと

いった情報も入っているわけですけれども，こういった高経年化の対応，それから追加

になった重大事故対策，それに更に絡めて，このところ労働基準法も変わってきて残業

時間とかその辺の制限が厳しくなってきていると。その辺を考えると，このように増え

てきている業務をこなす上で，いろいろ無理が起こっていくのではないかと。

その結果，現場への日常の実際に入っていって自分の目で確認するということがだん

だんできづらくなってきているのではないかということも懸念される。今日この場で即

答していただくのは難しいかもしれないが，そういうところを踏まえて，発電所のマン

パワーが当初と比べて，特に重大事故対策とか高経年化対策などを踏まえて，どのよう

な増強をしているのか，その辺をお伺いできればと思います。

（九州電力）

はい，九州電力の豊嶋でございます。御質問ありがとうございました。

佐藤委員がおっしゃるように，重大事故の対策，あとは高経年化に対する対策という

ことで，我々もその課題は重々持ってございまして，今後，要請の話にもありましたけ

れども，高経年化に対する部署を設けて，しっかりと保全をしていくということを考え

てございます。

また，現場へのアプローチということで，データドリブンなデジタル化を今，模索し

てございまして，いわゆるポンプ，配管等の熱や振動を常時見えるような形にして，い

つでも現場にタイムリーに行けるような形のところも模索しているような状況です。

一つは，人の話があるというのは十分分かってございますので，そういった教育訓練

も含めて，しっかり我々としてはやっていこうというふうに考えてございます。私から

以上です。

（佐藤委員）



- 17 -

はい。どうもありがとうございました。本当にどんどんどんどん現場は大変になって

きていると思いますけれども，頑張ってやっていただきたいと思います。

（地頭薗座長）

はい，ありがとうございます。

ほか，ございませんか。

はい，井口委員お願いします。

（井口委員）

長期施設管理計画は最大10年まで申請できるということですよね。それで，25年６月

６日までには40年から50年，あるいは30年から40年の申請をやるということなのですけ

れども，私が思うには計画は飽くまでも計画であって，計画に変更が生じたときには，

どういうような扱いになるのでしょうか。

変更のための申請を新たにやって，そこから最大10年の申請をもう１回行っていくと

いうような扱いになるのでしょうか。これは手続の問題なので，確認のためにお聞きし

ます。

（原子力規制庁）

原子力規制庁でございます。今，御指摘いただいたところは10年間の認可をまず１回

取得するとその施設を維持できる認可を取得しまして，途中で例えばバックフィットな

り何かの事情の変更があってこれを変更しなければならないといった場合は，この認可

の変更を行うということになります。なので残った期間に施設が維持できるということ

を，また変更して認めるということになりますので，その後ろは変わらないです。この

場合は。

（井口委員）

再申請をする必要はないということですか。後ろは変わらないからということ。

（原子力規制庁）

そうですね。50年目までの認可を受けていた場合は，その50年目までの認可を変更す

るということになりまして，そこで50年の段階で50年から60年の認可を受けるときには

それは新たにまた申請をしてもらう必要があります。

（井口委員）

計画の変更が生じたときは，九州電力から新たに申請をする必要はないということな

のですか。認可する側の問題だということ。

（原子力規制庁）

すみません。私の答え方が不十分で失礼いたしました。

例えば，川内原子力発電所１号機の例で言いますと，40年から50年の長期施設管理計
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画の認可を受けましたと。受けて，例えば，今，委員御指摘がありましたように，例え

ば45年目で変更しなければならないとしたとします。そうすると，九州電力の方から，

今50年目までの長期施設管理計画の認可を受けているものの変更認可申請を出していた

だくと。

（井口委員）

そういうことですね。

はい，分かりました。

その場合でも最大50年までしか行けませんよということ，それから新たに10年が取得

できるわけではないと。

（原子力規制庁）

はい，そのとおりでございます。

（井口委員）

理解しました。

（地頭薗座長）

はい，ありがとうございます。

ほか，よろしいですか。

はい，中島委員お願いします。

（中島委員）

はい，中島です。

これは電力さんに聞くよりは，県の方かなと思うのですけれども，この資料の５ペー

ジ目のところで，今後出す長期施設管理計画の認可申請の内容がございまして，その中

で，新規の部分として，御説明いただきましたサプライチェーン等の管理とＱＭＳの話

がございます。これら新規の分以外のところは，今までこの場でもう十分に議論して，

それを含めて旧制度の元とはいえ，実質的にはその内容は既に審議したと思います。一

方，今回の新たな部分については，従前のものと同様に，同じような審査をこの委員会

で行った上で，県としての確認をすると，そういった位置付けになるというふうに私は

理解しておりますが，それでよろしいでしょうか。

（鹿児島県）

委員おっしゃるとおりでございまして，特別点検結果，劣化状況評価等につきまして，

分科会まで設けていただいて，検証していただきました。中身が同じということであれ

ば，その部分はもう検証済みということになります。

ただ，おっしゃるとおり，今度新たにサプライチェーン等の管理及び品質マネジメン

トシステムの関係が新しく加わるということですので，その点につきまして，九州電力
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の方が原子力規制委員会に申請をなされた後に，本委員会において，御議論を頂きたい

というふうに考えてございます。

（中島委員）

はい，分かりました。ありがとうございます。

（地頭薗座長）

はい，次，釜江委員お願いします。

（釜江委員）

すみません。京都大学の釜江でございます。

今の中島委員とほぼ同じ質問をしようと思っていました。

４ページの２号機は規制が変わる過渡期に入るので，非常にややこしい，１号機とは

違う流れがあるのですが，これを見ると新制度での運転ということで，実際は５か月間

ぐらいの長期施設管理計画ということで申請されるのでしょうが，もちろん，新たにサ

プライチェーン等々が追加されると思いますが，それ以外のところは，今回20年延長で

長期施設管理方針として計画されていますが，多分それがそのまま踏襲されると理解し

ています。５か月間の話で長期施設管理計画というのは何か違和感ありますが，これは

法律の立て付けなので仕方ないとして，来年のその次の40年のところはまた新たな話が

あるのかもしれませんが，運転期間延長のときに10年間の長期施設管理方針として立て

ている話なので，それ以外に何か新たな方針があり得るのかもしれませんが，現状にお

いてはこの前の施設管理方針が，そのまま引き継がれるという理解でよろしいですか。

引き継がれなくても良いのかもしれませんが，また来年の話なので，ひょっとしたら

新たな計画が出されるかもしれませんが，その辺の感触だけで結構です，よろしくお願

いします。

（九州電力）

九州電力の本店からですが，よろしいでしょうか。

（地頭薗座長）

はい，お願いします。

（九州電力）

九州電力原子力発電本部の上村です。釜江先生，御質問ありがとうございます。

４ページにあります例で示しますと，先生がおっしゃったとおり，これまで現行法に

おきまして既に運転期間延長認可を頂いております。その中で，例えば長期施設管理方

針としましては，監視試験片を計画的にやっていくということと，過渡回数をしっかり

確認していきますといったものをお示ししております。

新しい制度におきましては，我々は今，長期施設管理計画を準備しておりますが，そ

の中で，今後定めます長期施設管理計画の期間の中で実施すべき追加の保全策を，いろ
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いろな評価や点検結果を考慮しまして，追加保全策を記載する部分が今後ございますが，

その中に同じように，現行法で定めております長期施設管理方針に該当する部分をお示

しした上で，認可を頂くことになるというふうに考えております。以上になります。

（釜江委員）

はい，ありがとうございました。

（地頭薗座長）

はい，山内委員お願いします。

（山内委員）

はい，ありがとうございます。

今お話しいただいた，電気事業法の規制当局の法改正に関することです。

今回の法改正によって，商業用原子炉の規制の一部が電気事業法に変更になったとい

うことです。法律の改正に伴ってこれを所轄する官庁も当然変わることになろうかと思

います。

そうすると所掌官庁が規制側にあった原子力規制庁から，電気事業者側に立つ経済省

若しくはエネ庁に変わると思いますが，これにはどのような経緯があったのでしょうか。

また所掌が変わることによって，規制庁とエネ庁の調整が重要になると思いますが，こ

れについてはどのような作業が今後行われるのでしょうか。これは規制庁の側からもお

話を聞いた方がいいかもしれません。座長よろしくお願いいたします。

（地頭薗座長）

はい，規制庁からお願いできますか。

（原子力規制庁）

原子力規制庁でございます。

まず，今委員御指摘いただきましたように今まで原子炉等規制法の中に，原子力発電

所の運転は40年ということがメインに書かれてありまして，運転を延ばす期間というの

は政令で最大20年ということが現在ですけれども，規定しておると。

これは確かに昨年からの国会とかの議論の結果，この部分は原子炉等規制法から削除

されます。なので原子炉等規制法，つまり我々原子力規制委員会，規制庁の側から見る

とその運転期間の定めというのはなくなるということになります。

正に委員御認識のとおりなのですけれども，ここの部分というのは，電気事業法の方

に規定されまして，経済産業大臣が運転期間を認可するということになります。飽くま

でこれは利用の観点から，申請を受けて，例えば最大20年ということを認可するという

ことになります。

ただ現行とちょっと違ってくるのは何度か議論にもなっているのですけれども，非常

に予期しにくい理由で原子力発電所が停止していた期間については20年の中に含めない

ということですので，この九州電力の資料でいうところの２ページ目のところに書いて
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ございますが，運転開始後60年目から＋αというのは右側の新制度のところに書いてあ

りますけれども，これは正に＋αというのがなかなか予期しにくい理由で停止していた

ものということになります。これも含めて，経済産業大臣が認可をするということにな

ります。

これは飽くまで，利用で運転の期間だけを決めるということになるのですけれども，

規制側として見れば，では延びた期間の安全規制をどうするかという考え方になりまし

て，ここは事業者からの申請を受けて，長期施設管理計画制度の中で確認をさせていた

だいて，安全性の確認をしていくということになります。お答えになっているか，申し

訳ありませんが，こういう答えになります。

（山内委員）

ありがとうございます。大変明確なお答えと思いました。

原子力施設の運転に関しましては，長期間の運用から上がる全体としての収益や費用

が根底にあろうかと思います。これが運用側と規制側が常に拮抗する関係にある原因だ

ろうと思います。

利用者側の収益の観点からの要求というものはよく分かりますが，規制から十分な対

応ができるようによろしくお願いいたします。以上です。

（地頭薗座長）

はい，ありがとうございます。

ほか，よろしいでしょうか。

③ 令和４年度原子力規制検査結果の概要

（地頭薗座長）

それでは，次の議事③「令和４年度原子力規制検査結果の概要」について，原子力規

制庁から御説明をお願いします。

（原子力規制庁）

川内原子力規制事務所の川越でございます。

それでは資料３の１ページを御覧いただきたいと思います。

令和４年度の原子力規制検査の概要についての御説明でございます。

まず，全般の記載がございますけれども，記載ございますように，検査対象に対して

適切な検査運用ガイドを使用して実施した等の，検査をどのように実施したかというこ

とを記載しております。

なお，この文章自体は毎回，四半期ごとの報告書にも同様の文言を記載しております。

続きまして，検査結果の上半期（第１四半期，第２四半期）で記載の内容を表形式に

しておりますけれども，四半期ごとの報告書という形で，ホームページ等に掲載してお

りますけれども，こちらの方をまとめたものでございます。

表に記載ございますように基本検査（日常検査，チーム検査）につきまして，各々そ
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の四半期ごとに，適用しました各検査運用ガイドの名称を数例記載しております。及び

全体的なトータルのその四半期の数を記載したものでございます。

一番表の下段のところに，検査指摘事項がございますけれども，第１四半期，第２四

半期はございませんでした。

続きまして，２ページを御覧ください。こちらの方，同様に検査結果でございますけ

れども，下半期（第３四半期，第４四半期）を記載しております。

こちらの方も上半期同様に基本検査（日常検査，チーム検査）を記載したものでござ

います。

実施，適用いたしました検査運用ガイドを各々記載しております。

検査指摘事項でございますけれども，第３四半期の方は検査指摘事項ございませんで

したけれども，第４四半期のところに記載ございますように２点，川内原子力発電所１，

２号機放射線管理区域内の放射線作業環境測定における不適切な評価と，川内原子力発

電所における核物質防護事案，ＰＰと通常呼んでおりますけれども，こちらの方の立入

承認，出入管理の不備がございました。

今申し上げましたように※記載してございますけれども，こちらの方は核物質防護関

係の内容となっておりますので，先ほど申し上げました四半期ごとの報告書とは内容は

別となっておりますので，そちらの方は誤解されないようにお願いいたします。

続きまして，今お話しいたしました検査指摘事項２件の概要を御説明させていただき

ます。

３ページを御覧ください。こちらの方，記載内容でございますけれども，「令和４年度

（第４四半期）原子力規制検査報告書」より抜粋したものでございます。

件名は今申し上げましたもので，チーム検査で実施いたしております。

内容につきましては，概要のところに記載ございますけれども，放射線管理区域内で

の放射性物質により汚染が発生する可能性のある作業の作業環境評価に用いる放射線管

理区域内の空気中の天然核種を除く放射性ダスト濃度の算出方法について，川内原子力

発電所放射線管理要領に定められている計算式がございますけれども，これに適用する

定数をチーム検査の中で確認しましたところ，その値に誤りがあるということを確認し

たものでございます。

こちらの内容につきましては重要度と深刻度，従前より新検査制度で評価する内容で

ございますけれども，重要度が緑，深刻度がＳＬⅣ，通知なしという形にしております。

定数の誤りだけで何でという疑問も生じるかもしれませんので，具体的なところを御

説明させていただきます。

４ページを御覧ください。上段の７行目ぐらいからございますけれども，実際この定

数を算出するに際しましては計測する測定器に依存するところがございまして，この計

測器自体が2003年と2019年のタイミングで更新したものですけれども，これ（放射線管

理要領の定数）がずっと更新されないままであったという点がございまして，この点に

つきましては，保安規定第３条にありますところの文書管理，これが品質マネジメント

文書でございますので，この改定の必要性について，評価するところがある意味おざな

りになっていたということで，パフォーマンス劣化に該当するということで一連の評価

を実施したものでございます。
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今のところの下から９行目にございますけれども，原子力安全に関わる重要度評価に

関するガイドのフローに基づきまして評価を行った結果，先ほど申し上げましたように，

重要度は緑という評価とさせていただいております。

また，その下でございますけれども，規制措置に関するガイドがございまして，深刻

度ＳＬⅣ，ある意味一番軽いものでございますけれども，このように判断いたしており

ます。

また，本件につきましては「３．３（２）」の要件，これは意図的な不正とかではない

とか，既に是正を開始して対応しているとかということでございますので，あえて通知

はしない，通知なしという形にさせていただいております。

事象の説明等は細かいお話になりますので割愛させていただきまして，続きまして２

件目の９ページを御覧いただきたいと思います。

こちらの方は先ほど申し上げましたように，報告の形態が若干違いますので，当該の

文言は第11回の原子力規制委員会臨時会議の配付資料より抜粋したものでございます。

この中で原子力規制検査（核物質防護）の検査指摘事項ということで，一連の事業者

さんの方の記載がございまして，九州電力さんの場合ですと２番ということで，途中か

らの文言となっております。

内容的には（１）のエのところに記載ございますけれども，一部の区画，周辺防護区

域がございまして，こちらにおいて作業を実施していたものが隣接する区画，こちらの

区画は防護区画になりますけれども，防護区域の境界扉から，要は周辺防護区域から防

護区域に入域する際に，決められたルールがございますけれども，その中で物品の目視

とか点検とか，人が立ち入る場合の措置の一部が実施されていなかったことが判明した

ものでございます。

単純に言いますと，周辺防護区域から防護区域に入域する際の不備があったというこ

とでございます。

こちらの方は次の10ページを御覧いただきたいのですが，こちらの方も同様に重要度

は緑，深刻度はＳＬⅣ，先ほどと同様の評価としております。

御紹介が遅れましたけれども，最終の13ページ，14ページに参考ですけれども，スク

リーニングに対するガイドの抜粋と重要度評価に関するところの色，今回，緑と御説明

しましたけれども，こちらの方の抜粋と，あと深刻度に関するところを記載して添付し

ておりますので，適宜御参照ください。

続きまして，11ページ目でございますけれども，令和４年度の原子力規制結果に基づ

いて総合的な評定というのを実施するというのがございまして，そちらの方の実施した

結果もホームページの方にもアップされておりますけれども，「原子力規制検査の結果に

基づく総合的な評定の通知について」という通知より抜粋したものでございます。抜粋

といいましても鑑を抜いただけでございます。こちらの方，令和４年度の総合的な評定

ということで，規制検査等の結果，この総合評定を実施するに当たりましては規制検査，

先ほど御説明させていただきました規制検査の結果と，あと安全実績指標の結果を踏ま

えて，全体的な評価を実施するという内容でございます。

（１）の原子力規制検査の結果ということで，基本検査（日常検査，チーム検査）を

実施いたしまして，先ほど御説明させていただきました２件の緑，ＳＬⅣ，通知なしと
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いう案件があり，あと，安全実績指標の結果というのがございますけれども，これは各

監視領域で，事業者，規制庁側の安全実績指標のガイドに基づいたもので評価したもの

でございますけれども，これに基づいて，九州電力さんがその評価を規制側の方に報告

して，こちらの方も逐次ホームページ等にアップされておりましたけれども，評価対象

となった項目は年間を通じて緑の状態でした。この緑というのが，先ほどの緑と基本的

には同じなのですけれども，問題なしでも緑という形になっておりますので，そちらの

方は誤解されないようにお願いいたします。

あと，その他事項といたしまして，検査継続しているものが令和５年度，実際はもう

終わっておりますけれども，検査継続案件ということがございまして，こちらの方を記

載しております。

今，御説明させていただきました点を踏まえまして，総合的な評定といたしまして，

検査指摘事項２件は重要度緑ということで，12ページでございますけれども，安全実績

指標は年間通じて緑ということで，こちらの方は原子力規制検査等実施要領にございま

すけれども，この対応区分を第１区分とする，これは通常の区分，状態でございます。

そうなりますと対応区分が第１区分となりますので，追加検査等はなくて，基本検査，

すなわち従前のとおりの日常検査，チーム検査を実施するということが令和５年度の検

査計画の方に反映されて，現在，実施しているところでございます。

以上で令和４年度の原子力規制検査の結果に関する説明を終わらせていただきます。

（地頭薗座長）

はい，ありがとうございました。

それでは御質問等お願いいたします。

中島委員お願いします。

（中島委員）

中島です。御説明ありがとうございました。

２点ほど教えていただきたいと思います。まず１点目の定数の値に誤りがあるという

点です。資料の４ページを見ると管理要領のエアサンプラによる測定法の記載に誤りが

あったということで，改定が適切にされていなかったというのが御指摘になったという

ことなのですが，この要領というのは川内１・２号だけで使われたものなのか，あるい

は他のサイトでも使っているのか，あるいは九電以外でも広く使用されているのか。そ

ういった水平展開による確認というのはされているかというのが１点でございます。

それからもう１点が二つ目の核防護関係の結果で，これは内容というよりは扱い方に

ついての確認です。前半のセーフティとは別の形でこういった規制委員会の資料抜粋と

いうことで，出ているわけですけれども，確か私の理解では今後は原子力規制検査の中

で核防護関係も見ていきますよというお話だったかと思いますので，この時点ではこう

かもしれないけれど，今後はこの前半のセーフティと同じような形で，結果が四半期ご

とにしっかりと報告される，内容によってはホームページとかには載らないかもしれま

せんけれども，何かの形で公開していくというような取組になっているのか。この２点

について教えていただきたいと思います。
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（原子力規制庁）

川内原子力規制事務所の川越でございます。御質問ありがとうございます。

まず１点目でございますけれども，当該事象の内容は九州電力さんの放射線管理要領，

いわゆる２，３次文書といわれるものでございまして，こちらの方は九州電力さん固有

と考えていただいて構わないかと思います。

実際この内容についての水平展開という御確認でございますけれども，この内容自体

はニューシア，原子力施設情報公開ライブラリーの方に登録されておりまして，これを

受けまして各事業者さんも同様の水平展開等を必要に応じて実施されるものというふう

に認識しております。

あと２点目でございますけれども，今後の核物質防護関係の運用でございますけれど

も，委員御指摘のように通常は我々，セーフティと同様の形で運用すべく試運用等含め

まして実施して，ちょっと具体的にどのタイミングからかというのは，私，把握してお

りませんけれども，セーフティと同様，当然核物質防護関連なので，内容的なところは

いろいろ制約がございますけれども，今後の展開としては，セーフティと同様の運用と

なっていくのではないかなというふうに認識しております。

（中島委員）

はい，ありがとうございました。

（地頭薗座長）

はい，井口委員お願いします。

（井口委員）

この表で実施期間というのがあるのですけれども，この実施期間というのは第１四半

期がいつからいつまで，第２四半期がいつからいつまでということを書いているだけの

ような気がして，非常に違和感がありました。

それで実際にこの実施というのは検査の実施のことであるはずなので，そうすると実

際の検査をいつからいつまでやったのかということを書くのではないかなと思っていて，

それでそのあとの文章を見させていただくと12月12日からどうと書いてあるので，実際

にそういう日付があるはずなので。実は検査をどれくらいの時間をかけてやられている

かっていうのが，この表からは私は読み取れなかったので，その辺のお話を聞きたいの

ですけれども。

（原子力規制庁）

川内原子力規制事務所の川越でございます。御質問ありがとうございます。

今御指摘ございました点でございますけれども，新検査制度に変わりまして，基本的

に実績等申し上げましたほぼ毎日検査を実施しております。

ちなみに川内原子力発電所１・２号機でございますと，実際検査計画のところを御説

明させていただきましたけれども，具体的にサンプル数というのが検査計画の中にござ
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いまして，146項目を実施するという計画になっておりまして，単純に実働期間を考えま

してもほぼ毎日やっております。

併せて，毎日やっているというのが，いわゆる品質保証に関わる内容，これは我々，

土日等は状況に応じまして，起動停止等はそのときも検査を実施しておりますけれども，

いわゆるＱＭＳに関わるところの検査については毎日実施しておりますので，この期間

の書き方で問題ないかなというふうに認識しております。

（井口委員）

はい，分かりました。

それでもう一つ，日常検査に加え，チーム検査というのが別項目で上げられているの

ですけれども，これはまた別ではないのですか。

（原子力規制庁）

川内原子力規制事務所川越でございます。

確かにおっしゃいますようにチーム検査につきましては，これは期間が規定されてお

りますので，委員のおっしゃるように誤解を招かないように，今後，チーム検査の実施

期間はこちらの方に記載するような形で対応させていただくということでよろしいでし

ょうか。

（井口委員）

はい，よろしくお願いします。

（地頭薗座長）

はい，ありがとうございます。

それでは塚田委員お願いします。

（塚田委員）

はい，ありがとうございます。福島大学の塚田です。

１点目の４ページのエアサンプラによる測定法に誤りがあるという校正のようなこと

だと思うのですが，この文章を見ると初期の1983年の測定器からずっと2003年の新しく

更新したときまで行われていないということだったのですが，これは規制庁というより

は，もしかすると九州電力さんの方かもしれないのですが，この間何も校正等はしてい

なかったというような意味合いでよろしいのでしょうか。

（原子力規制庁）

川内原子力規制事務所の川越でございます。御質問ありがとうございます。

この期間，御指摘のところというのが，いわゆる定数と申しますのが，α線，β線の

いわゆる計数率を算出するために用いるものでございまして，こちらの方につきまして

は，測定器固有のいわゆるバックグラウンド値というのがございまして，これに対して，

本文のところに記載ございますけれども，それを見直すことなく，更新期間２回のタイ
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ミングがあったにもかかわらず，従前のままの定数をずっと使い続けてきたという状況

でございます。

このために当然のことながらの放射線管理ということなので，作業管理上，実際はマ

スクの着用うんぬんの判断のため用いるわけなのですけれども，実質的には法令で決め

られている値の1000分の１程度で，九州電力さんの方が運用されておりましたので，こ

れになると非保守的な値ではあるのですけれども，実際の放射線防護の観点から問題と

はならなかったということで，重要度，深刻度の評価をしております。

現状，九州電力さんの方は，放射線管理要領の検査指摘事項を踏まえまして，このバ

ックグラウンド値を踏まえた形での，実際の計数率の計算はバックグラウンド値を除い

た正味の計数率で算出するというのが求められておりますけれども，こちらの方の運用

を明確にした形で現状対応されていることは確認しております。

（塚田委員）

はい，ありがとうございました。

（地頭薗座長）

九州電力から何かございますか。

（九州電力）

はい，九州電力福島でございます。

いや，今御説明しようと思っていたところはもう全て御説明いただきました。

（地頭薗座長）

はい，ありがとうございます。

それでは，山内委員お願いします。

（山内委員）

座長ありがとうございます。原子力規制事務所からの御説明ありがとうございました。

今回の検査指摘事項ですが，核物質防護に関する措置は国際的な制度，例えばＩＡＥ

Ａの制度とどのような関係があるのでしょうか。関係があるとすれば，具体的な条文を

示して下さい。

二つ目は，防護区域に入った関係者があったということですが，この立入りをした方

の意図や身元の確認は行われたのでしょうか。

三つ目として，先ほど中島先生からお話があった核物質防護と原子力規制庁との関係

について，何か変更があるのでしょうか。

以上，３点お願いいたします。

（地頭薗座長）

はい，規制庁からお願いします。
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（原子力規制庁）

川内原子力規制事務所の川越でございます。御質問ありがとうございます。

最初のＩＡＥＡとの関係なのですけれども，もともと決められておりますものをベー

スにして事業者さんの方が数値を設定して，ちょっと詳しいところは私も存じ上げてい

ないので，答えになるかどうか分かりませんけれども，それに基づいて，実際の運用を

いわゆる非保守的にならないように1000分の１という形で運用されているものというふ

うに認識しております。

あと核物質防護の観点での御質問でございますけれども，当該のものというのはこち

らの方に記載ございますように，全てスルーしてやっていたというわけではなくて，実

際の物品等の確認等一部の内容というのをスルーして，そのままに入域していたという

ことでございますので，実際，作業員等の身元その他は特に問題があるものではござい

ません。

これを踏まえまして，事業者さんの方，こちらの方も説明は割愛させていただきまし

たけれども，10ページのところでございますけれども，事業者さんの方で10ページの再

発防止策ということで各々，今回のような状況，原因を踏まえた形で認識等も乏しかっ

たとかいうようなところも原因として事業者さんの方が挙げられておりますので，それ

に基づきまして，カの再発防止策というところに２点ほどございますけれども，こちら

の方の措置を講じて，また計画として講じるという形にしたというような説明を受けて，

現状こちらの方におります核物質防護対策官の方で適宜検査，確認等を実施していると

ころでございます。

（山内委員）

ありがとうございました。

核物質防護というやや特殊な領域について一般の理解および作業に担当する方々の理

解が必要だろうと思います。

これにつきまして作業の担当する事業者の方にも十分，御説明ください。以上です。

（地頭薗座長）

はい，ありがとうございます。

守田委員お願いします。

（守田委員）

九州大学の守田と申します。御説明いただきありがとうございます。

今日，規制検査の結果について，詳しく御説明いただいたのですが，私の方から規制

検査そのものについて，幾つか質問させていただきたいと思います。

先日，川内原子力発電所で規制検査の現場を見学する機会を頂きまして，そのことも

踏まえましての質問になります。

プラントの中で事業者さんが行われる膨大な保全活動を，限られた人員の検査官の方

が検査をする必要があるということで，検査官の方に対する負担が非常に大きいし，ま

た力量にも依存するような部分もあるのかなと思いました。
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その意味で，その検査の品質をいかに効率的に，あるいは効果的に維持していくのか，

日本全体のプラントの安全性を差なく，維持していくのか，これは重要な課題ではない

かと感じた次第でございます。

その視点から，原子力規制委員会の方では，これはまだ導入されて間もない規制検査

の仕組みでございますけれども，現行の検査制度をどのように改善していく必要がある

のか，どのような議論が規制庁さんの方でされているのか，もし可能であれば御紹介い

ただければと思います。よろしくお願いいたします。

（原子力規制庁）

川内原子力規制事務所の川越でございます。御質問どうもありがとうございます。

また先日，施設等の御視察どうもありがとうございました。

今，お話になりましたようにプラント，対象となるものが膨大であると，限られた検

査官，現状川内原子力規制事務所に私を含めまして３名おりますけれども，これが先ほ

ど申し上げました，サンプル数はねばならないというものではないのですが，一応目安

として上げられておりますので，サンプル数146項目をこなすべく，＋αも当然ございま

すので，対応しているところでございます。

御懸念のところの検査の品質をどのように向上させるか，これはなかなかお答え難し

いところでございますけれど，これこそＩＲＲＳの指摘を踏まえまして，検査官自体も

ともとキャリア採用，いわゆる事業者さんであったり，プラントメーカーさんだったり

のいわゆる中途採用の者で，ある程度その個々の能力に応じた形での素養というのがご

ざいますけれども，いかんせん新検査制度になりまして，御指摘のように，まだ年数は

限られた期間でございますので，これをどのように高めていくかにつきましては，基本

的には個人の力量というのは当然必要でございますし，またそれを高めるための教育制

度につきましても，規制委員会，規制庁といたしまして都度の研修等でそこを一つでも

二つでもランクを上げるべく実施しようとしております。

また，御回答前後しますけれども，具体的に検査の対象というのが膨大ではあるので

すけれども，それを闇雲にやっていたのでは確かに限られた陣容ですので，ただのサン

プル数稼ぎになってしまいますので，そうならないようにはどうするかということで，

これも毎日といいますか，日常非常に腐心しているところでございますけれども，基本

的にはリスクインフォームド，パフォーマンスベースドに基づいて事業者さんの活動全

てを網羅する必要ございますけれども，優先順位を適宜設けまして，最小の陣容で最大

の成果を上げられるべく，努力しているというところでございます。

あと，検査制度のことでございますけれども，先日の分科会等での現場の御視察並び

に我々への御指導を含めまして，規制庁内で，御指摘になられた内容を踏まえまして，

今後の検査制度の活用に生かしていきたいというふうに考えているところでございます。

（守田委員）

どうもありがとうございました。

先日現場を見させていただいた感想として一つ付け加えさせていただきたいのですけ

れども，規制側と事業者さん側の間で緊張感がありながらも，非常にコミュニケーショ
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ンがうまくとれて，安全性の維持あるいは向上に向けて，同じ目標を持って，この検査

制度がうまく動いているなという印象でございました。最後に一言付け加えさせていた

だきます。どうもありがとうございました。

（地頭薗座長）

はい，ありがとうございます。

ほか，よろしいでしょうか。

はい，相良委員お願いします。

（相良委員）

御説明どうもありがとうございました。量研機構の相良と申します。

１点目の点で，４ページから５ページにかけて御説明があったところなのですが，ホ

ールボディカウンターの定期測定ができない場合ということで，このマニュアルやシス

テムがあると思うのですけれども，実際にホールボディカウンターで計測されない事象

というのはこれまであったのでしょうか。これは九州電力さん聞いた方がいいと思うの

ですけれど。

（地頭薗座長）

はい，お願いします。

（九州電力）

はい，九州電力の福島でございます。

これまで作業者の内部被ばくの量を直接計測するのはホールボディカウンターなので

すけれども，これまでに有意な内部被ばくを確認した実績はございません。

（相良委員）

ありがとうございます。

これまでホールボディカウンター検査をしなかった例があったのかなと思いまして，

確認させていただきたかっただけです。

もう一つ，確認させていただきたいのですけれど，前の資料で申し訳ないのですけれ

ど，資料１の参考のところの16ページとか17ページは，令和５年３月時点と記載されて

いるのですけれど，６年が正しいのでしょうか。

（原子力規制庁）

原子力規制庁でございます。申し訳ございません。ここは現在ですので令和６年でご

ざいます。大変失礼いたしました。

（相良委員）

すみません。ありがとうございます。
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（地頭薗座長）

ありがとうございます。

ほか，よろしいでしょうか。

それでは大分時間を押していますが，ここで10分ほど休憩したいと思います。今11時

15分ですので再開を11時25分からにいたします。よろしくお願いします。

－休憩－

④ 更なる安全性・信頼性向上への取組に係る進捗状況

⑤ タービン動補助給水ポンプの取替・使用済燃料プールの共用化

（地頭薗座長）

それでは，再開いたします。

次の議事④「更なる安全性・信頼性向上への取組に係る進捗状況」，それから⑤「ター

ビン動補助給水ポンプの取替・使用済燃料プールの共用化」につきまして，これは一括

して議題といたします。

資料の説明の前に，鹿児島県から説明をお願いします。

（鹿児島県）

それでは参考資料と記載された「川内原子力発電所に関する安全協定書」を御覧くだ

さい。

条でございますが，原子炉等を増設又は変更しようとする場合は，九州電力から県と市

に対して，事前協議を行うこととなっております。

タービン動補助給水ポンプの取替えにつきましては，この事前協議の対象となってお

ります。九州電力の方からは，県及び市に対して，事前協議願が提出をされております。

また，本日この後で御議論を頂く「震源を特定せず策定する地震動」につきましても，

令和３年７月15日に開催していただきました第15回原子力専門委員会で御説明したとお

り，事前協議の対象となっております。

県から九州電力への事前協議の回答に際しましては，委員の皆様の御意見を参考にさ

せていただきたいと考えております。よろしくお願いいたします。

（地頭薗座長）

はい。それでは九州電力から御説明お願いします。

（九州電力）

はい。九州電力の福島でございます。

資料４「川内原子力発電所１，２号機の更なる安全性・信頼性向上等への取組に係る

進捗状況」について御説明いたします。
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１ページですけれども，現在発電所では二つの大きな工事を実施してございます。

一つ目が，受電系統の変更というものでございまして，これは外部電源確保のために

現行３回線から６回線に増強するとともに，特高開閉所を高台に移設し，更新を行うも

のでございます。

これにつきましては，現在の状況ですけれども，昨年12月27日に220ｋＶ４回線目が運

用開始しまして，回線数は500ｋＶ２回線，220ｋＶ４回線，合計６回線となってござい

ます。

現在は500ｋＶの開閉所設備を高台に設置する工事を実施してございます。今年の11月

運用開始予定としてございます。

次の２ページ目に参考として写真を添付してございますが，左側が今の工事の全景で

ございます。手前が500ｋＶ開閉所設備で，奥側が220ｋＶ開閉所設備となります。右側

の写真はその220ｋＶの開閉所設備が完成している状況の写真でございます。

もう一つの工事が廃棄物搬出設備の設置でございます。

放射線管理区域で発生する雑固体廃棄物を日本原燃低レベル放射性廃棄物埋設センタ

ーの方へ搬出するための廃棄物搬出設備を設置する工事を実施してございます。

３ページに参考としてお示ししております。

右下に写真がございます。現在の建設状況でございます。

建物につきましては，圧縮固化処理棟，固体廃棄物搬出検査棟を作ってございまして，

今８割ぐらいはできております。機電工事が３割ぐらいという進捗状況になってござい

ます。現在の工事の状況については以上でございます。

引き続きまして，資料５を用いまして「タービン動補助給水ポンプの取替・使用済燃

料プールの共用化」について御説明いたします。

目次は割愛いたします。

１ページ，「はじめに」ですけれども，当社は川内原子力発電所の安全性向上及びサプ

ライチェーン強化の観点から，事故時に蒸気発生器へ給水するタービン動補助給水ポン

プの取替えを行うこととしております。

また，現在，号機ごとに貯蔵している使用済燃料について，相互貯蔵可能になるよう

に使用済燃料貯蔵の運用性の向上を図る観点から，１・２号の使用済燃料プールの共用

化を行うこととしてございます。

これらの計画につきましては，今年１月17日に原子力規制委員会へ原子炉設置変更許

可申請書を提出するとともに，タービン動補助給水ポンプの取替えについては，安全協

定に基づき事前協議書の手続を行いました。

本日はこの二つの工事について御説明いたします。

２ページを御覧ください。

まずはタービン動補助給水ポンプの取替えについて説明いたします。

概略の系統図ございますけれども，通常運転中は，蒸気発生器には主給水ポンプを用

いて給水し，蒸気発生器で，水が蒸気となり，その蒸気でタービン，発電機を回して発

電をしてございます。

交流，直流全ての電源が喪失し，主給水ポンプが利用できないような電源喪失時には，

原子炉から発生する熱を蒸気発生器で冷却するため，このタービン動補助給水ポンプを
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用いて蒸気発生器に給水することとしています。

今回，１・２号のタービン動補助給水ポンプについて，事故時の運転操作を簡素化す

ることができるポンプへ取り替え，更なる安全性の向上を図るとともに，製造メーカー

を海外メーカーであるアメリカのコフィンという会社のものを今使っているのですけれ

ども，コフィン社から国内メーカーの三菱重工製のポンプに変更し，サプライチェーン

の強化を図ることとしてございます。

３ページですけれども，もう少し具体的に御説明しますと，現在電源喪失時が発生し

た場合，タービン動補助給水ポンプを使用するのですが，蒸気加減弁というものを現場

で，操作する必要があります。既設機と記載している写真がございます。拡大写真を御

覧いただくと，ここに蒸気加減弁というのがありまして，左から赤色の専用工具，バー

ルのようなもので，ここを開ける操作を行うことで，その上流側にある蒸気入口弁を開

弁し，流れてくる蒸気でポンプを起動することとしています。

今回，電源喪失時においても，蒸気加減弁の開弁操作が不要となり，常時開弁が可能

となるポンプへ取替えを行い安全性の向上を図ります。

また海外メーカーから国内メーカー製へ変更することにより，今後も引き続き，確実

な部品調達を継続して実施できるようにサプライチェーンの強化も図ります。

なお，本工事につきましては，2023年７月28日に鹿児島県から頂いた，川内原子力発

電所に関する要請書のうち，サプライチェーンの維持にも当てはまる工事だというふう

に考えてございます。

当社は引き続き，更なる安全性向上やサプライチェーンの強化に取り組んでまいりま

す。

４ページを御覧ください。

使用済燃料プールの共用化についてでございます。

当社の使用済燃料につきましては，日本原燃の六ヶ所再処理工場へ搬出することを基

本方針としており，搬出までの間，発電所で安全に貯蔵してございます。

川内原子力発電所においては，１号機では2008年６月までに，２号機につきましては

2010年３月までにリラッキング工事を実施するなど，これまでも使用済燃料貯蔵対策を

実施してまいりましたが，今回使用済燃料貯蔵の運用性の向上を図る観点から，工事を

伴わない使用済燃料プールの共用化を行うこととしてございます。

使用済燃料プールの共用化を実施することで，これまで号機ごとに貯蔵してきた使用

済燃料を相互に貯蔵可能となります。

なお，現在六ヶ所再処理工場への搬出ができない場合でも，使用済燃料プールの貯蔵

状況から，１号機については2034年まで，２号機につきましては2028年まで運転が可能

ですが，使用済燃料プールの共用化を実施した場合，使用済燃料プールの貯蔵率の平準

化が可能となり，１・２号機とも2031年まで運転が可能となります。

次の５ページには対応スケジュールをお示ししています。

今年の１月17日に設置変更許可申請を行い，現在審査をしているところでございます。

今後，設工認，保安規定の変更などを行いまして，2025年度にこれらの運用開始を予

定してございます。

６ページになります。最後になりますけれども，当社は今後とも国の審査に真摯かつ
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丁寧に対応するとともに，地域をはじめ皆様の一層の安心，信頼を得られるよう，当社

の取組について，積極的な情報公開と丁寧な説明に努めてまいります。説明は以上にな

ります。

（地頭薗座長）

はい，ありがとうございました。

それでは御質問等お願いします。

資料４と５がありますので，どちらの質問か示してからお願いいたします。

はい，山内委員お願いします。

（山内委員）

座長ありがとうございます。

私はこのタービン動補助給水ポンプの取替えについて質問をいたします。

全電源喪失時に，どのようにして炉心を冷却するのかというのは非常に重大事です。

福島第一・１号機の事故において，手動による弁の開閉操作が必要であったにもかか

わらず，放射線濃度が上がっていたために，必要な操作ができなかったという事例があ

ったと記憶しております。

今回のこの部品の調達と取替えというのは，このような経験が反映しているものと考

えてよろしいでしょうか。

二つ目は，この写真のように当初設計段階からシステムに組み込まれた機械，機器の

交換というのは非常に難しいと思います。それが何故今回可能になったのでしょうか。

構造的に手動開弁が不要だという御説明でしたが，それはポンプのどのような構造によ

るものなのでしょうか。この操作は遠隔ではないと考えてよろしいのでしょうか。

恐らく，メーカーとの緊密な協議があって，非常に高度な設計がされたと思いますが，

それについて御説明ください。以上です。

（地頭薗座長）

はい，お願いします。

（九州電力）

はい，九州電力福島でございます。質問ありがとうございます。

１Ｆの状況では，やはりプラントが大変な状況なので，操作も煩雑すると予想される

のですけれども，今回はそういう現場での操作を不要とするポンプに取替えを行います

というのが１点でございます。

あと，設計については，本店の方，何か回答できますか。

（九州電力）

本店の原子力発電本部の増田と申します。

設計の部分といいますか，蒸気加減弁の構造の違いについて御説明させていただきま

す。
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まず，現在の既設のポンプについては蒸気加減弁の動作を，油ポンプによる油圧で開

閉の操作をしております。したがいまして，電源がなくなり油ポンプが停止すると弁が

閉まる構造になっています。今度新しく取り替えるポンプの蒸気加減弁については，バ

ネによる力で蒸気加減弁を開弁させる構造のものに取り替えますので，全電源がなくな

りましても，蒸気加減弁が開保持されるという仕組みになっております。以上です。

（山内委員）

ありがとうございます。

これは一種のバックフィットだと考えてよろしいのでしょうか。

（九州電力）

九州電力の川江です。

今回の改造はサプライチェーンの強化ということで実施しております。その中で，い

わゆる我々が今まで苦労していたところの改善ということでメーカーから提案を受けて，

通常現場の方で加減弁を開弁しなければいけない場合でも，そういう操作をなくすよう

な改善を行った設計を取り入れたということになります。

（山内委員）

ありがとうございます。

メーカーとの共同作業によって安全性が向上するのは非常に望ましいことと思います。

引き続き，御尽力をお願いいたします。

（地頭薗座長）

はい，ありがとうございます。

それでは釜江委員お願いします。

（釜江委員）

すみません。京大の釜江でございます。

資料５の方で，不備ではないのですけれど，使用済燃料プールの共用化のところで，

今回読んでみると，当然工事を伴わないということなのですが，表の方には設工認とい

う形があって，当然設工認，工事が伴うことも必要だと思いますが，内容的には，例え

ば何かの評価なのか，それとも何か記載の適正化みたいなものなのか，設工認の中身を

簡単に分かれば教えていただければ。以上です。

（九州電力）

本店より九州電力の松永と申します。御質問ありがとうございます。

今御質問いただきました内容，ＳＦＰの共用化に関する設工認の内容がどのようなも

のかという趣旨と理解いたしました。

こちらの共用化の設工認の説明内容といたしましては，共用化する前は当該号機で使

用済燃料を扱うだけの記載でしたので，これを双方向扱えるように記載の内容を見直す
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ことが１点と，使用済燃料を相互に輸送できる運用に変えることによって，その使用済

燃料ピットに貯蔵する予定の燃料が１号だったら１号，２号だったら２号だったものが，

１号の方に２号の燃料が入ることもあり得ることになり，若干崩壊熱が上昇いたします

ので，その崩壊熱の上昇に対して，安全性がきちんと維持できるということを説明して

いく考えです。説明以上になります。

（釜江委員）

はい，ありがとうございました。

一つは記載の適正化と，もう一つは安全評価，新たな安全評価をする必要があるとい

うことですね。分かりました。ありがとうございます。

（地頭薗座長）

はい，ありがとうございます。

ほか，よろしいでしょうか。

はい，佐藤委員お願いします。

（佐藤委員）

はい，佐藤でございます。

私は資料の４と５について一つずつあります。

最初に，資料５に関係して，使用済燃料プールの共用化について御質問させていただ

きます。

１号機と２号機の空き容量を要は融通するということで，2031年まで蓄え続けること

ができるという御説明だったわけですけれども，六ヶ所の受入れが施設の運転計画，そ

れから運転に入った後の稼働率の予想等，また不確定要素が相当あると。

受入れのプールも，ＢＷＲもＰＷＲの燃料もほぼ満タンな状態になっているというこ

とで，一応2031年までのこの蓄える容量はあるということではあるわけですけれども，

これが六ヶ所の施設が運転を開始したとしましても，九州電力さんの発電所よりももっ

と差し迫っている発電所がたくさんあるわけでして，その辺から大分殺到するのではな

いかと思われるわけですので，必ずしもこの共用化と共用化によって融通するというこ

とで，将来的にしのぎ切れるのかなという不安はあるのではないかと思うわけです。

ですので，その次の手段として，例えば九州電力さんの川内原子力発電所と玄海発電

所の発電所間の融通とか，あるいは敷地内に乾式貯蔵施設を設置するというバックアッ

ププランも考えておかないと。これは電力会社１社だけの問題でなくて，国内の発電所

全体の大きな課題かと見受けられますので，この共有化の更にその先のバックアッププ

ランをお考えなのかということをまず一つお聞きしたいと思います。

それから，資料の４番目についてですが，開閉所の増設と廃棄物搬出設備についての

御説明がここしばらくずっと情報のアップデートをしていただいているというわけなの

ですけれども，この表題からして，更なる安全性，信頼性向上への取組という項目とし

ては，実はもっとたくさんあるのだと思うのです。

この開閉所というのは一つの目玉の項目なのかもしれないのですけれども，例えば今
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までのお話の中で，リスクモニターを導入するといったような話だとか，将来的に予防

保全の手段として状態監視技術を検討しているとか，いろいろ信頼性の向上につながる

ような議論とか，御紹介とかあったわけです。

ですので，ここを開閉所の状況とかのアップデートの情報も結構なのですけれども，

もっと項目を増やして，他の項目についてもいつぐらいの達成を目標にしているかとい

ったところを示しながら，他の項目についても情報を盛り込んでいただいた方がいいの

かなというふうに感じております。以上です。

（地頭薗座長）

はい，九州電力からお願いします。

（九州電力）

はい，九州電力本店から松永でございます。御質問ありがとうございます。

まず１点目の御質問ですが，共用化以降のバックアッププランについて，何か九州電

力として考えているかということについての御回答としては，使用済燃料貯蔵対策の当

社としての基本方針といたしましては，六ヶ所再処理工場が竣工以降，こちらの方に搬

出していくこととしております。

六ヶ所再処理工場は，現在，日本原燃の方で審査を進めているところでございますの

で，原子力事業者としては原子燃料サイクルを推進するためにも１日も早く竣工するよ

うに，全面的に支援しているところでございます。

また，乾式貯蔵施設については，使用済燃料貯蔵の信頼性，また運用性の向上を図る

というところでは，有利なところもあるかと思いますので，我々といたしましても技術

的な検討を実施している状況でございます。１点目の質問につきまして，御回答以上に

なります。

（地頭薗座長）

はい，２点目に関して。

（九州電力）

２点目の御質問ありがとうございます。

先生の御指摘どおり，我々も安全性の向上に向けていろいろな改善をやっております。

その中で先ほども御紹介がありました，安全性向上評価というのを毎年定検終わった

後，国の方にも提出しておりますので，そういうところの状況等も踏まえて，今後資料

の方のアップデートをして御説明をさせていただくような形にさせていただきたいと思

っております。以上でございます。

（地頭薗座長）

はい，ありがとうございます。

はい，守田委員お願いします。
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（守田委員）

九州大学の守田です。御説明いただき，ありがとうございました。

資料５のタービン動補助給水ポンプの取替えのことについてお伺いしたいのですけれ

ども，２ページ目の図を見ますと，通常運転時，主給水ポンプの３台中，２台が運転で

きれば必要な蒸気発生器への給水ができるということが記載されております。

一方，事故時に利用できる，主給水ポンプが動かない場合に，電動補助給水ポンプが

２台と，今回取替えされたタービン動補助給水ポンプが１台あるということで，事故時

の３台についてどのように運用されるのかということについてお伺いしてもよろしいで

しょうか。よろしくお願いします。

（地頭薗座長）

はい，お願いします。

（九州電力）

九州電力の福島でございます。

この２ページにあります概略系統図は，通常運転時というのは，発電所が発電をする

ために使う設備でございます。主給水ポンプから，蒸気発生器に送って，蒸気を作りま

してタービン発電機を回すというのが通常運転時，発電時でございます。

一方，電動補助給水ポンプですとか，タービン動補助給水ポンプというのは事故時に

使用する重要な機器でございまして，電動補助給水ポンプにつきましては，電源は非常

用ディーゼル発電機になっております。

事故時に，プラントの収束のために，止める，冷やす，閉じ込める機能のうち，冷や

すの一翼を担う設備として，事故時に使用する設備になります。以上でございます。

（守田委員）

はい，ありがとうございます。

電動補助給水ポンプが２台あるというのは，これは２台とも動く必要はあるのですが，

１台だけ動けば大丈夫なのですか。事故のシナリオにもよるのかもしれませんけれども。

（九州電力）

ポンプ自体は，Ａトレン，Ｂトレン，非常用ディーゼル発電機につながっており，２

台の電動補助給水ポンプで多重化しておりますが，１台で十分崩壊熱は除去できます。

（守田委員）

分かりました。

通常運転時，事故時もしっかり多重化が図られるということで理解しました。ありが

とうございます。

（地頭薗座長）

はい，ありがとうございます。
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ほか，よろしいでしょうか。

はい，相良委員お願いします。

（相良委員）

量研機構の相良です。御説明ありがとうございました。

資料４の方なのですが，廃棄物搬出設備を現在，工事されていると思うのですけれど，

搬出先の方はもう受入れとか可能でしたか。すみません，前に聞いたのですけれど，お

願いします。

（地頭薗座長）

はい，お願いします。

（九州電力）

九州電力の福島でございます。

搬出先につきましては日本原燃の低レベル放射線廃棄物埋設センターでございますけ

れども，搬出するドラム缶の仕様といった仕様検査とか受けて，ＯＫなものについては

受入れができると聞いてございます。

（地頭薗座長）

はい，ありがとうございます。

ほか，よろしいでしょうか。

はい，ありがとうございます。

⑥ 震源を特定せず策定する地震動に係る設置変更許可と今後の取組

（地頭薗座長）

それでは次の議事⑥「震源を特定せず策定する地震動に係る設置変更許可と今後の取

組」について，九州電力から御説明をお願いします。

（九州電力）

九州電力土木建築本部の生貞と申します。

震源を特定せず策定する地震動に関わります設置変更許可と今後の取組について御説

明させていただきます。

まず１ページ目になりますが，これまでの経緯を簡単にまとめてございます。

2021年の４月に，国の基準に関する規則の解釈が一部改正されまして，震源を特定せ

ず策定する地震動につきまして，標準応答スペクトルに基づく地震動の評価が新たに取

り入れられました。

これに対応しまして当社は川内原子力発電所につきまして，標準応答スペクトルを考

慮した地震動を追加しまして，2021年４月26日に設置変更許可申請書を原子力規制委員

会に提出するとともに，安全協定に基づき事前協議書の手続を行ってきました。
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その後の審査を踏まえまして，今年の２月７日になりますが，同委員会より設置変更

許可を頂いております。

本日はその設置変更許可の内容と今後の取組について，概要を御説明させていただき

ます。

次の２ページ目で，設置変更許可の内容を御説明したいと思います。

ここの図にありますけれども，基準地震動は大きく二つございまして，一つは敷地周

辺の活断層調査の結果に基づいて，震源の場所と規模を特定して策定する「敷地ごとに

震源を特定して策定する地震動」を策定しております。これがSs-1と呼んでいるもので

ございます。

一方，過去に起きた地震の観測記録に基づきまして，「震源を特定せず策定する地震動」

も策定することになっておりまして，こちらにつきましては全国共通に考慮すべき地震

動について従来の2004年に発生しました北海道留萌支庁南部地震に加えまして，このた

び標準応答スペクトルに基づく基準地震動，これをSs-3と呼んでおりますが，これを新

たに取り入れたところでございます。

次に３ページ目に地震動評価の概要について，簡単になりますが，御説明いたします。

標準応答スペクトルを考慮した地震動評価に当たりましては，地下深くの地震基盤相

当面と呼ばれるところに，この応答スペクトルに適合する地震波形を作成しております。

その地震波形に川内原子力発電所の地下の地盤モデルを用いましたサイトの増幅特性

を反映しまして，解放基盤表面における地震波形を作成し，新たな基準地震動Ss-3を策

定したということでございます。

次に４ページ目になりますが，許可を頂きました地震動の最大加速度とその応答特性

を示しております。

標準応答スペクトルに基づく基準地震動Ss-3の最大加速度は，水平方向で687ガル，鉛

直方向で455ガルでございまして，従来のSs-1とSs-2を上回る結果になってございます。

次に５ページ目になりますけれども，今後の取組について御説明したいと思います。

設置変更許可を頂きましたので，その後，新たな基準地震動に対する詳細設計であり

ます設計及び工事計画の認可，これは設工認と呼んでおりますけれども，これが必要に

なりますので，現在その申請に向けまして，詳しい耐震の評価を進めているところでご

ざいます。

具体的には８ページの参考１に記載しておりますけれども，まずは新たな基準地震動

を用いまして建屋の解析モデルにその地震動を入力して，地震の応答解析を実施いたし

ます。

次にその地震応答解析の結果から，機器や配管が設置されている建屋の床面にどうい

う振動が起きるかという，設計用の床応答曲線というものを作成いたします。そこで得

られました床応答曲線を用いまして，機器・配管の各部材が，地震力に対して耐えられ

るかどうかの詳細な耐震の評価を実施していくということになります。

５ページに戻っていただきまして，このような耐震評価を進めているところですが，

それと並行しまして，原子力発電所の安全性を早期に向上させるという観点から耐震補

強工事につきましても，着手可能なものは前倒しで進めていくというふうに考えており

ます。
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これにつきましては参考２で，９ページにイメージ図を示しておりまして，左側がタ

ンクの例になりまして，この図にありますようにベースプレートを拡張し，基礎の部材

や基礎ボルトを設置していく工事を考えております。

一方，配管につきましては，この図の追設前，後にありますように，配管を耐震補強

するためのサポートを追加していくという工事を考えているところでございます。

次に６ページ目でございますが，今後の対応のスケジュールになります。

設置変更許可を２月７日に頂きましたので，今御説明しましたように現在，詳しい耐

震評価を進めておりまして，準備が整い次第，設工認の申請を行う予定にしております。

並行しまして準備ができたものから，耐震補強工事を順次着手していきまして，設置

変更許可の期限でありました４月20日から，５年経過後の最初の定期検査の終了日まで

に工事を着実に進めていく予定でございます。

最後に７ページ目に，おわりにということで記載させていただいておりますが，当社

は今後とも安全確保を最優先に原子力発電所の安全性，信頼性向上に努めてまいります。

なお，昨年の11月２日に原子力規制委員会が主催されました「震源を特定せず策定す

る地震動の規制導入の経過措置に関わる意見聴取会」というのがございまして，そこで

工事完了までの耐震安全性につきまして，川内原子力発電所につきましては，認可実績

のある手法のみならず，最新の知見を踏まえた評価手法を用いて概略検討を実施してお

り，新たな基準地震動Ss-3に対しましても耐震安全性を有することを説明し，一定の御

理解を頂いているというふうに考えております。

現在，詳細設計をやっておりますけれども，詳しい耐震評価を進めているところであ

りまして，その結果に応じて適切に対応してまいりたいというふうに考えております。

以上が震源を特定せず策定する地震動に関わる御説明になりますが，今年の元旦に能

登半島地震も発生しているということも踏まえまして，参考資料，10ページ目以降に川

内原子力発電所の地震対策の概要を改めて取りまとめておりますので，概略御説明させ

ていただきたいと思います。

11ページには地震について記載しております。説明が重複しますけれども，基準地震

動は「敷地ごとに特定して策定する地震動」，これは徹底した地質調査並びに最新の知見

に基づいて活断層を認定して，更にそれを伸ばす，つなげるなどの評価を実施してSs-1

という地震動を策定しています。

一方，「特定せず」につきましては先ほど御説明したとおりでございまして，留萌の地

震に加えまして，このたび標準応答スペクトルを考慮したSs-3という地震動を設定した

ところでございます。

この地震動に対しまして，原子炉建屋や原子炉容器，原子炉格納容器などの安全上重

要な建屋・機器について，機能が十分保てるように耐震性の評価を行っております。

併せて，建屋内の岩盤付近に地震計を設置しておりまして，大きな揺れが観測されれ

ば自動停止するような設計もしているところでございます。

なお，2016年に熊本地震，大きな地震が起きておりますが，発電所で観測された揺れ

の大きさは8.6ガルであり，これは岩盤上でございますけれども，基準地震動を大きく下

回る結果でございました。

次に12ページに，津波について記載しております。
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津波につきましては琉球海溝におけるプレート間の地震，これは長さが約900ｋｍでモ

ーメントマグニチュードが9.1と非常に大きな地震による津波を考慮しておりまして，そ

こで想定される遡上高さが最大で海抜約６ｍというふうに評価しております。

これに対しまして，主要な設備がございます敷地高さは海抜約13ｍのところにありま

すので，十分津波に対しては余裕がある敷地になっているということを確認しておりま

す。

さらに，津波対策の万全を期するために，海抜約５ｍの位置にも一部安全上重要な設

備もございますので，その周辺には防護壁や防護堤を設置もしておりますし，引き波に

対する海水面の低下に対しましても，必要な海水が確保できるように，取水口の前面に

貯留堰も設置しているところでございます。

次の13ページ目でございます。こちらは電源の対策について記載しております。

川内原子力発電所では重大事故防止に必要な電源を確保するために，多種・多様な電

源を配備しております。外部電源喪失時の対策としましては，非常用ディーゼル発電機

のほかにも，福島の教訓を踏まえて，写真にございますような大容量空冷式発電機や高

圧発電機車などの常設又は可搬の電源を配備しているところでございます。

さらには外部電源の信頼性確保のために，先ほど更なる安全性，信頼性の向上の取組

でも御説明しましたとおり，外部電源を２ルート３回線から３ルート６回線に回線数を

増やす増強も行っているところでございます。

次にモニタリングについては，14ページ目に概略を記載しております。

発電所の周辺監視区域の境界付近につきまして，当社のモニタリングステーションと

モニタリングポストを設置しております。この設備につきましてはデータ通信の多重化

を図るとともに，仮に電源が喪失した場合も備えまして，非常用電源を設置しておりま

すので，中央制御室や緊急時対策所へのデータの転送は確実にできるという備えをして

おります。

また万が一，これらの設備の通信測定機能が喪失した場合の備えとしまして，可搬型

のモニタリングポストも設置することにしているところでございます。

最後に，おわりになりますけれども，当社としましては，能登半島地震につきまして，

特に不確実性の非常に高い自然のハザードについて，新しい知見はないかどうかなどの

情報収集・分析を行いまして，得られた調査・解析の結果に基づいて，今後適切な対応

をしっかりと進めていきたいと考えております。

また，当社は地域の皆様に安心していただけますよう，今後とも発電所の更なる安全

性・信頼性向上への取組を継続するとともに，積極的な情報公開と丁寧な説明に努めて

まいりたいと思います。以上で御説明を終わらせていただきます。

（地頭薗座長）

はい，ありがとうございました。

それでは，御質問等お願いします。

はい，釜江委員お願いします。

（釜江委員）



- 43 -

はい，京都大学の釜江でございます。

質問とコメントがあるのですが，前半の議題ですが，特定せずの方は前回の専門委員

会でも，新たに基準地震動を作るということで，４ページにあるようなスペクトルを設

けていただいて，ある周期範囲ではこれまでのSsを超える結果ということで，新たにSs

が追加されたということで，今後少し大きくなった部分についてといいますか，現状の

Ｓクラスの施設について，このスペクトル，この地震動でも大丈夫かどうかということ

を評価することが設工認の中で行われるということで，このまとめのところで以前コメ

ントしたと思います。あくまでも基準地震動が増えたけれど施設としては耐震的にそう

大きな問題はないと，ただ基準地震動が大きくなるということですから，当然裕度が減

るということで，やはり不確定要素の多い地震ということなのでなるべく裕度は大きく

取っておいた方が良いとのことで，ここでは補強という言葉を使われているのですが，

７ページに書いてあるようなことを考えると，できれば耐震向上工事というようなイメ

ージだと私はずっと理解をしていました。補強となると何か問題があるので，強くする

ようなイメージがして，間違ったことを言うのはまずいのでしょうが，一般の人から見

ると何か少し違和感があるかもしれません。是非そういうところは安心の分野でも尽力

いただけたらと思います。

これはコメントでした。参考資料の方で，今能登の話があったので，ここに書いてあ

ることで確認したいことがございます。

今回の能登地震は能登半島の下にある海域活断層は幾つかのセグメントがあって，そ

ういうものが動いただろうということで，既存の活断層が動いたという理解があります。

最近どこだったか，機関は忘れましたが，海底の断層が見つかって，４・５ｍ隆起して

いたということで，想定通りいくつかの活断層が動いたということが非常にクリアにな

ったということで，よかったなという感想です。

12ページに津波の方で，ハード的には非常に防潮堤，防波堤というもので津波に対す

るガードができているということなのですが，一つ教えてほしいのは，この津波の評価

のときに，到達時間はもう既に聞いたとは思いますが，失念したので教えていただけれ

ばと思います。また，川内の場合も，例えば気象庁から大津波警報が出たら原子炉を止

めるというような話だったと思いますが，再度津波のときの対応というのを教えてほし

いと思います。

それと最後の外部電源の話ですね。これは規制委員会もそうですし，いろいろと議論

があったところで，まだまだ解明しなければいけないことはあると思うのですが，規制

委員会からもなぜオンサイトの変電設備，変圧器が壊れたのか，原因というようなもの

もはっきりさせなさいというような指導があったと思います。その関係で外部電源の設

備というのは，恐らく原子炉施設というよりは一般の，耐震クラスでいうとＣクラスな

のかしれませんが，関係設備の耐震基準みたいなのがあって作られていると思うのです

が，もし分かれば，開閉所とかが作られていると思うので，設計というのは，どういう

形でされているのかを参考までに教えていただけたらと思います。以上です。

（地頭薗座長）

はい，お願いします。
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（九州電力）

九州電力の生貞でございます。

幾つか御質問あったかと思いますが，まず津波の到達時間につきまして，定量的なデ

ータを今持ち合わせていないのですけれども，敷地前面の活断層による地震を受けて想

定される津波は規模的に小さいのですが，それはかなり短時間で発電所に到達するとい

うことでございます。

一方，琉球海溝につきましては，琉球海溝から九州の西側にかなり回り込んできます

ので，それ相応の時間，タイムラグがあるかなというふうに考えております。

（九州電力）

九州電力福島でございます。

大津波警報が発令された場合には発電所は停止します。プラントを止めますというの

は一つでございます。

それと開閉所設備についてですけれども，開閉所設備これらは常用電源設備といいま

して，これらにつきましては耐震Ｃクラスでございます。どのような設計かということ

で，開閉所設備，外部電源につきましては要求としては３回線以上を各サイト設けなさ

いということ。あと，上流の変電所が１か所ではなくて，上流の変電所が一つ以上の変

電所又は開閉所に接続しなさいと。その上流側の１か所が駄目になったときに，もらえ

ないことがないようにしなさいという要求はございます。以上です。

（釜江委員）

はい。ありがとうございます。

耐震Ｃということなのですが，建築基準法では多分ないと思いますが，Ｃに相当する

その地震力というのは，建物とか設備の方は存じ上げますが，こういう電気設備なども

同じなのかどうか，もし分かれば教えてください。

（九州電力）

本店原子力発電本部から八木です。

耐震Ｃクラスというもので設定してございまして，耐震Ｃクラスといいますのは一般

建築基準法で求まるCi値というのはございますが，それの1.2倍を用いて設計しているも

のになります。御回答としては以上になります。

（釜江委員）

すみません，そこは存じ上げますが，多分その建築基準は0.2というベースでやります

が，建築基準の枠組みの話であれば，多分同じだと思います。そういう考えでよろしい

ですか。

こういうのは設備というのか，建築基準法の枠の中だということだけ教えていただけ

れば，地震荷重なども自ずと決まってくるので，そういう理解でよろしいですか。
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（九州電力）

すみません。九州電力の川江でございます。

確かちょっと，電気規格か何かに変圧器の確か耐震の項があったと思います。

その辺，再度確認して，御回答させていただくような形でよろしゅうございますでし

ょうか。

（釜江委員）

それで結構です。すみません，ちょっと細かなこと聞きすぎたかもしれません。

また，次回以降ででもよろしくお願いします。

（地頭薗座長）

はい，ありがとうございます。

ほか，よろしいでしょうか。

はい，中島委員お願いします。

（中島委員）

その他のところでのモニタリング関係の設備について14ページに記載がございますけ

れども，例えばモニタリングステーション，モニタリングポストとありますが，先ほど

釜江先生からも質問ありましたが，これの耐震性というのは，今どういうふうになって

いるのかっていうこと。あと，電源喪失に加え，非常用電源を設置しているとのことで

すが，これはいわゆるディーゼルからの供給なのか，あるいはバッテリーのようなもの

なのか，バッテリーだと持ち時間はどのぐらいなのかという点を教えていただけますで

しょうか。

（地頭薗座長）

はい，九州電力から。

（九州電力）

九州電力の川江でございます。

モニタリングステーションは通常の設備になっております。ただし，電源に関しまし

ては非常用のディーゼル発電機を設けておりまして，一応継続的に，電源が途絶えたと

しても電源を供給できるようなシステムになっています。

その他に，これらの常設がもし見られなくなった場合，事故時は，８方位に仮設のモ

ニタリングを設置します。それと必要により，我々としては，発電所周辺にモニタリン

グカーを走らせてモニタリングをするというような形をとっております。

（中島委員）

はい，ありがとうございます。

ＥＧ（非常用発電機）につながっているということは。
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（九州電力）

失礼しました。モニタリングポスト用のディーゼル発電機が付いています。

（中島委員）

それはポストの近くにあるということでよろしいですか。

（九州電力）

はい，近接して設置しております。

（中島委員）

ありがとうございます。

（地頭薗座長）

ほか，よろしいでしょうか。

それでは，この議題につきましては，これまで委員会において議論してきたところで

す。この議題については先ほど県の方から御説明がありましたとおり，この専門委員会

の意見を求められております。

次の議題で県の方から説明をお願いしたいと思います。

⑦ 川内原子力発電所における「震源を特定せず策定する地震動」に係る意見書

（地頭薗座長）

それでは議事の⑦「川内原子力発電所における『震源を特定せず策定する地震動』に

係る意見書」について，鹿児島県から御説明をお願いします。

（鹿児島県）

資料７を御覧ください。

震源を特定せず策定する地震動に関しまして，専門委員会座長から知事あてに御意見

をお願いしたいと考えておりまして，資料７につきましては，前回別件にて御意見を頂

いた際の形式に沿って作成をして，案をお示ししております。

意見書の内容につきましては，安全協定に基づく，九州電力から県への事前協議に関

し，県が対応を判断する際の参考とさせていただく予定です。

１ページ目，１，震源を特定せず策定する地震動の策定に係る意見についてとして，

（１）から（４）までを記載しております。

（１）は令和３年７月15日開催の第15回委員会，（２）は令和３年12月23日開催の第16

回委員会，（３）は令和５年11月21日開催の第22回委員会におきまして，それぞれ九州電

力や原子力規制庁から説明がなされた後に御議論を頂いた経過を記載いたしております。

（４）につきましては，専門委員会の結論と表記をさせていただいておりますが，専

門委員会としての結論が出た場合には，その内容をお書きいただければと考えておりま
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す。

次に２ページから６ページにかけまして，これまでに各委員から頂いた御意見や御質

問とそれらに対する回答の概要を記載いたしております。説明は以上でございます。よ

ろしくお願いいたします。

（地頭薗座長）

はい，ありがとうございました。

それでは，今の県からの御説明に，御質問，御意見等をお願いしたいと思います。

ございませんか。

はい，釜江委員お願いします。

（釜江委員）

京大の釜江ですが，この件は以前，規制委員会，規制庁から標準応答スペクトルがど

うやって作られたかという趣旨が説明されたと思います。非常に技巧的な話もたくさん

あったかと思います。最初は変更申請されたときの内容のＱＡ，最後に今回，補正申請

をされたということで，それのＱＡということで，一応中身的にはＱＡという，意見書

というよりはＱＡが書いてあるということで，素朴なその質問であったり，本質的には

補正申請で当初の変更申請に戻ったというような中身的な話というのはその場では議論

されたとは思います。この意見書というネーミングも含めて，この取扱いというのは，

一応先ほどの安全協定に従ってこれも申請されて，最終的な結末の話だと思うので，委

員会として了承するかどうかといったような内容として意見書をまとめるということか。

現状の案は単にＱＡみたいなところが多いので。事実関係としてはこういう質疑があっ

たということは私も理解をしていますが，意見書という形で出すときにこういう形がい

いのか，これが駄目だと言っているわけではないのですが。初めて見させていただいた

ので，その辺の趣旨などについてもし補足があればお願いします。

（地頭薗座長）

はい，この意見書を委員会から県の方に出すものについてですが，この今後の取扱い

について，県の方から少し説明していただけますか。

（鹿児島県）

この意見書につきましては，以前も別件で九州電力さんの方から協定に基づく事前協

議を頂いた際に御意見を頂いたという前例がございまして，その前例に沿った形でまと

めております。

釜江委員おっしゃるとおり，事実関係なり質疑なりがまとめてあるというところが主

なところですけれど，資料７の１枚目の１の（４）のところに，後で，委員会としての

基準地震動に関して議論を行った結果どうであったかというのをお書きいただく。

１の（４）のところが，意見書の一番の肝となっております。ここはまた後ほど御検

討いただいてということになろうかと考えているところでございます。以上です。
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（釜江委員）

はい，ありがとうございます。

（４）のところが何も書いていなかったので，先ほどの御説明ではあったかもしれな

いのですが，ちょっとそこの部分を聞きそこなったかもしれません。

確かにおっしゃるように議論の結果を記載する上でのバックグラウンドとしては，後

に付いているＱＡも大事だと思います。それから意見書として結論をまとめるという内

容次第によっては，過去にもそういう例があったということなので，特に問題ないと思

います。是非，結論のところの執筆をよろしくお願いしたいと思います。以上です。

（地頭薗座長）

はい，ありがとうございます。

下の（４）の本委員会での今日の議論の内容についても，また御提案等ありましたら，

御発言していただければと思います。

はい，井口委員お願いします。

（井口委員）

私はこの震源を特定せず策定する地震動に関する意見というのが，意味がよく分から

なくて，これは地震動の策定に関する意見なのか，地震動そのものに関する，つまり地

震動というのは今先の資料６の４ページの図ですよね。標準応答スペクトルを反映させ

たときの解放基盤表面での地震動という意味ですよね。

そうすると，この振動特性に関する意見なのか，策定をするということに関する意見

なのか，どちらかよく読めなかったのですけれど，どういう意味でしょうか。

（鹿児島県）

このSs-3の追加をはじめとする基準地震動に関する設置変更許可に関しましても，九

州電力は原子力規制委員会に申請をするとともに県の方に事前協議をしているという状

況でございます。

委員お尋ねの地震動そのものか，それの策定なのかということですけれども，私ども

は策定の方かなというふうに理解をいたしております。

（井口委員）

策定するということに対しての意見ということですね。

（鹿児島県）

そのとおりでございます。

（地頭薗座長）

はい，中島委員お願いします
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（中島委員）

今のに関係することですが，私の理解としては，このように地震動の策定と限定して

しまうとかなり幅が狭くなってしますのですけれども，要するに国が新しく求めた地震

動に対しての九州電力の取組に対して，専門委員会としてどう考えるかということかな

と思うのですけれども，そこはいかがでしょうか。

（鹿児島県）

委員おっしゃるとおり，取組というのも含めましてということになります。

（中島委員）

そのあとに例えば耐震補強をやるとかそういう後のことも含めてということでよろし

いですか。

（鹿児島県）

この事前協議は設置変更許可に関して出されておりまして，許可自体は２月７日に国

から下りておりまして，ここまでの２月７日のところで一旦，御意見を伺いたいと考え

ております。

委員おっしゃるとおり，今後耐震の評価あるいは耐震の対策がとられていかれますの

で，それはまた別途，この後で本委員会において，御議論いただくというふうに考えて

ございます。

（中島委員）

分かりました。では，ここではまずはその設置許可を得るまでの内容というか，その

妥当性についてということ。

あともう一つ，これはタイムスケジュール的なことはどうなっているのでしょうか。

（鹿児島県）

特段締切りということは考えてございません。私どもの方から御意見をお願いいたし

ておりますので，こちらの委員会の方で御意見もまとめていただいた段階でと考えてお

りますので，いついつまでにということは現時点ではございません。

（地頭薗座長）

はい，よろしいでしょうか。

（釜江委員）

釜江です。今の中島委員のコメントと同じような内容ですが，恐らく標準応答スペク

トルに基づく新たなSsの作成の是非といいますか，科学的なところというのは，当然規
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制委員会の方でしっかりと審査されているので，それがいいかどうかというのは，これ

までは私もそういうスタンスで余り発言をしてきませんでした。これは委員会として，

やはり九州電力さんがこの枠組みをどう今後対応していくかという，これは当然評価も

そうですが，今後これに基づいて設工認が出されて，耐震安全性を向上させるかという

ところは，考え方とか，実際どういうことをするかというところをしっかりと我々とし

ても確認するというのは大事だと思います。もし意見という意味ではそういうところを

少し書くべきかなと思います。この委員会の中では細かい話は多分不要だと思うので，

九州電力さんが新たなSsに対してどう対応していくかというところをしっかりと確認行

くことが大事かと思いますコメントです。以上です。

（地頭薗座長）

はい，ありがとうございます。

ほか，ございませんか。

はい。それでは今日提示しましたこの意見書については県から九州電力への事前協議

の回答のときに，ここの委員会の意見として参考にしたいということで，今日提示した

わけですけれども，今後の取扱い等について，やはりもう少し詳しく述べた方がいいと

いう意見もございましたので，もう一度，次の委員会でこの取扱いについて，もう少し

明確にした上で，意見書として提示したいと思いますが，委員の皆様からそれに対して

いかがでしょうか。

よろしいでしょうか。

それでは，次回改めてこの意見書案を議論していただくことにしたいと思いますので，

よろしくお願いいたします。

(2) 原子力防災対策について

① 九州電力による原子力防災対策への協力

（地頭薗座長）

それでは次の議事（2）「原子力防災対策について」のうち，①「九州電力による原子

力防災対策への協力」について，九州電力から御説明をお願いします。

（九州電力）

はい，九州電力立地コミュニケーション本部の山口でございます。

私からの資料８の「九州電力による原子力防災対策への協力」につきまして，御説明

をさせていただきます。

御説明の内容といたしましては，ページをめくっていただきまして，目次の２番目に

記載ございます６項目の協力内容を中心として御説明させていただきます。

まず１ページを御覧ください。

まず当社がこれまで実施してきました原子力防災対策への協力につきまして，当社の

考え方について触れさせていただきます。
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原子力発電所の運営を行うに当たりまして最も大切なことは，地域の皆様の安全を確

保することというふうに考えておりまして，当社は原子力発電所の安全・安定運転に万

全を期すとともに，更なる安全性向上対策に継続的に取り組んでおります。

一方で，万一原子力災害が発生した場合には，発電所周辺の住民の皆様の避難につき

まして，原子力事業者として最大限の支援を行うこととしております。

このような考え方のもと，原子力防災対策の協力につきましては，まず川内地域原子

力防災協議会の議論を踏まえまして，2014年９月に取りまとめられました「川内地域の

緊急対応」に基づきまして，原子力事業者の役割とされた支援項目に取り組んでまいり

ました。

さらに2016年４月の熊本地震を受けまして，同年の８月26日及び９月７日，鹿児島県

知事様の御要請を頂きましたことから，川内原子力発電所の安全性に対する県民の皆様

の御不安の軽減に向けた新たな取組といたしまして自治体の避難計画に対する支援体制

の強化についても実施してまいりました。

本日は当社のこれまでの原子力防災対策への協力につきまして，次のページ以降で御

説明をさせていただきます。

２ページにお移りください。

まず，輸送力に関する支援についてでございます。

原子力災害が発生しました場合，発電所から概ね５キロ圏内のＰＡＺ内，それから発

電所から概ね５キロから30キロ圏内のＵＰＺ内に居住されている住民の皆様は，国，そ

れから自治体の御指示により，事象の進展や放射性物質の放出に合わせて避難すること

となっております。

このため，当社は避難に際しまして，支援が必要な方に対する支援を実施いたします。

具体的には，施設敷地緊急事態となりました場合に，ＰＡＺ内にお住まいの要支援者

の方が避難を開始することになっております。

その際に不足します輸送手段の一部を支援するために，当社は2015年に福祉車両16台，

バス７台，それから福祉車両の運転手を確保しております。これらの輸送力を使いまし

て避難される方の支援を行うことというふうにしております。

また，2018年にはＵＰＺ内９市町に対しまして，福祉車両35台を譲渡いたしておりま

す。原子力災害時には，この車両を要支援者等の避難のために活用していただくという

ことにしております。

ページめくっていただいて３ページの方で，福祉車両の具体的な配備先等を記載して

おります。

資料左手に記載のとおりですが，2015年に配備しました福祉車両が当社の社有車でご

ざいますけれども，薩摩川内市及びいちき串木野市に16台配備しております。

このうち３台は当社事業所に配備しておりまして，薩摩川内市の福祉施設等に12台，

いちき串木野市の福祉施設に１台配備をしております。

福祉施設等に配備しております車両につきましては，平時は施設利用者の送迎等に御

使用いただいております。

なお，車両の更新につきましては当社の社有車でございますので，当社の規定に基づ

きまして行うこととしております。
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また，資料右手の方でございますけれども，2018年に35台の福祉車両をＵＰＺ内の９

市町に譲渡させていただいております。

車両の更新につきましては自治体と確認書を締結させていただいておりまして，車両

を引き渡した日から９年経過後に当該車両の更新に関する協議を開始するというふうに

しております。具体的には2018年３月に引渡しをしておりますので，９年後の2027年３

月以降に更新に関する協議を開始するというふうな予定にしております。

続きまして４ページにお移りください。

放射性防護対策施設への生活物資の備蓄支援についてでございます。

川内地域の緊急時対応におきましては，施設敷地緊急事態になった場合，避難の実施

により健康リスクが高まる方については，安全に避難が実施できる準備が整うまでの間，

放射線防護対策施設で屋内退避されることとなっております。

このため当社は，薩摩川内市及びいちき串木野市にございます放射線防護対策施設に

おきまして，備蓄支援として食料品や飲料水，テレビ，ラジオ等の電化製品，毛布など

を備蓄いたしました。

続きまして５ページにお移りください。

避難退域時検査，緊急時モニタリングへの支援についてでございます。

まず避難退域時検査への支援についてです。

ＵＰＺ内で空間放射線量率が高い区域の住民の皆様が，広域避難される場合には避難

退域時検査を実施いたしまして車両や住民の皆様の放射性物質付着の確認と除染を行い

ますが，当社からも900人程度の検査及び除染要員等の支援を行います。

また，緊急時モニタリングが必要になった場合には，当社から，緊急時モニタリング

の要員等の支援を行うこととしております。

続きまして，６ページにお移りください。

オフサイトセンター等への燃料供給の支援についてでございます。

通常オフサイトセンター等は配電線からの電力供給を受けておりますが，配電線から

供給が停止した場合には非常用発電機を稼働することで電力が確保されるということに

なっております。

原子力災害時におきましては，重要施設であるオフサイトセンター，放射線防護対策

施設，モニタリングポストに対しまして配電線から供給が見込めずに，非常用発電機の

燃料が尽きるというふうなことが見込まれる場合には鹿児島県様等からの御要請に基づ

きまして当社が燃料取引先を通して発電機の燃料を供給いたします。

続きまして，７ページにお移りください。

ＰＡＺ内の要支援者等に対する避難支援の実効性向上についてでございます。

まず一つ目といたしまして社員の避難支援スキルの向上の取組でございます。

当社は社員のスキル向上に向けまして専門家である理学療法士さんによります移動介

助に関する研修，それから福祉車両の操作訓練を毎年度，継続して実施いたしておりま

す。

二つ目といたしまして，山間部などにお住まいで，避難に御不安をお持ちの高齢者の

方々に対して自宅からバス避難集合所までの避難者につきまして自治体と協議の上，対

応体制を整備いたしております。
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三つ目でございますが，2023年11月に供用開始されました新県道43号川内串木野線に

つきまして，より迅速で確実な避難ができるように，既設の林道寄田青山線に直結いた

しました。これによりまして，原子力災害時におきまして，周辺住民の方々が原子力発

電所に近づかずに避難することが可能となりますし，また地震や津波による道路状況や

風向き等の気象状況に応じまして複数の避難ルートを確保できるというふうになってご

ざいます。

続きまして８ページにお移りください。

周辺住民の方々の避難道路へのアクセス道路等の改善支援についてでございます。

川内原子力発電所周辺の住民の皆様がより安全かつスムーズに避難できるように，鹿

児島県様，薩摩川内市様と協議いたしまして，お住まいの地区から避難道路につながる

アクセス道路や避難集合場所について，改善工事を支援いたしました。

具体的には一つ目といたしまして，ＰＡＺ内の４地区から市を通じて整備要請があり

ました８か所におきまして，アクセス道路の改善工事を支援いたしました。

工事内容としましては，通行に支障となる倒木等の伐採，道路の側溝への蓋の設置，

それからマイクロバスや福祉車両のＵターン場所の確保でございます。

それから二つ目としまして，ＰＡＺ内の４地区で，アクセス道路，それから避難集合

場所等に街路灯やベンチを設置いたしております。

続きまして９ページ，最終ページになりますがお移りください。

最後になりますが，当社は地域の自治体をはじめ，関係の皆様の御要望を聞きながら，

今後も地域の原子力防災対策に積極的に協力してまいる所存でございます。私からの御

説明は以上でございます。

（地頭薗座長）

はい，ありがとうございました。

それでは，今の御説明に御質問等お願いします。

はい，相良委員お願いします。

（相良委員）

量研機構の相良です。御説明どうもありがとうございました。

５ページのところで教えていただきたいのですが，900人程度の方を検査及び除染要員

としていただけるということですけれど，これは１度に出すのではなくて，交代交代で

チームを作って出すという感じでしょうか。

（九州電力）

九州電力の山口でございます。すみません，この御質問については本店の担当の方か

ら御回答をさせていただきたいと思います。

（九州電力）

九州電力本店の池内でございます。

こちら900人の要員のお話でございますけれども，900人程度を上限といたしまして，
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その状況に応じた派遣となってございます。回答以上でございます。

（相良委員）

はい，ありがとうございます。

それに関連してなのですけれど，放射線を測定するための測定器とかもちゃんと準備

してあるということでよろしいでしょうか。

（九州電力）

はい。九州電力本店池内でございます。

測定器等についても準備いたしております。以上です。

（相良委員）

はい。ありがとうございます。

追加の質問で申し訳ないのですけれど，最近甲状腺の被ばく線量測定というのが行わ

れるということがあるのですが，そちらについてもやはり行っていただけるのでしょう

か。

（九州電力）

はい。九州電力本店池内です。

甲状腺の被ばくのモニタリングにつきましては，現在まだ協議中でございまして，決

定事項はない状態でございます。以上です。

（相良委員）

分かりました。どうもありがとうございました。

（地頭薗座長）

はい。ほか，ございませんでしょうか。

はい，古田委員お願いします。

（古田委員）

はい。どうも説明ありがとうございます。

いろいろと支援するのは結構大変だと思うのです。特にマンパワー的にどうなのかな

と思って，発電所内の対応にも相当マンパワーを割かなければいけないところを，これ

だけ支援をするのに必要なマンパワーというのは，川内原発のサイトだけではなくて九

電さんの他の事業所からも動員するという感じなのですか。

（九州電力）

はい。九州電力山口でございます。御質問ありがとうございます。

いわゆる輸送力の支援を中心に考えましたときに，発電所を除く川内地域内の事業所

の社員によりまして支援を行うというふうにしております。
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原子力災害時の発電所の要員を除いて，避難対応要員として別に確保しているという

ことでございます。

（古田委員）

川内市内というか，その管区の発電所以外のところからですね。

（九州電力）

山口でございます。

例えば営業所や配電事業所等，発電所を除く川内地域内の事業所の社員ということで

対応いたします。

（古田委員）

当然，広域災害などで，そちらでまた人員割かなければいけないという話になったら，

それはもう臨機応変にさらに広域に広げてという感じですかね。

（九州電力）

複合災害というのも想定をいたしまして，そこを考慮した上で，人員を配置するとい

うふうな想定で考えております。

（古田委員）

はい，分かりました。どうもありがとうございます。

（地頭薗座長）

はい，松成委員お願いします。

（松成委員）

鹿児島大学の松成です。

要支援者への支援とか，そういうところまで支援していただけるということで本当に

すばらしい支援体制だなと思っております。

私，鹿児島市の原子力防災のアドバイザリーをしているのですけれども，市の自治体

への防災訓練の説明会に九電の方が地域のコミュニティ，自治会の方に説明に来てくだ

さるのですね。今年で多分２回目だったと思うのですけれど，そのときには，九電の方

と住民の方と目に見える関係ができてきています。市の私たちの避難所が，どこにある

かということも，もう九電の方の方がよく知っているような状況だったのです。けれど

も，今回の計画はＰＡＺの整備だけみたいなので，是非，ＰＡＺや鹿児島市以外の方の

ところはどういうふうになっているのかなと思いました。九電の方々が訪問しているの

かとか，目に見える関係を築いているのかなというのがちょっと疑問に思いました。今

回の要支援者の方の移送までも理学療法士の講話を聞いて，訓練，習得なさるという，

徹底したところまできているので，それらを担当する方を決めていただいて，目に見え

る関係を持っていただきたいなあと思っています。また，要支援者の方は，寝たきりと
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か，あるいは専門職の方の介入を受けていますので，支援する専門職とも目に見える関

係，対面して関係を築くのもいいのかなと思いました。

あと，古田先生もおっしゃったように複合災害の場合が重要で，やはり今もう気象災

害の影響を原子力の方もそこまで対応しないといけないのかなと思います。そうすると，

やはり現場の要支援者の支援は専門職と連携し，九電はハード面とかそういうのは整備

します，実際の支援で専門職にも支援をくださいというようなことで，連携していく方

がマンパワーも足りていいのかなと思ったりします。これ九電の方に言うべきことでは

ないかと思うのですけれども，やはりその連携ということが重要で，災害時には一番マ

ンパワーが足りなくなって，問題が起こります。是非，これから取り組んでいかなけれ

ばならないことなのかなと思います。

（地頭薗座長）

ありがとうございます。

何かコメントがあれば。

（九州電力）

九州電力の山口でございます。御意見頂戴し，ありがとうございます。

私どもやはり原子力発電の運営におきましては，地域の方々との信頼関係の醸成が一

番だと思っております。

そのためにはやはり日頃から対話という形で顔を合わせて，フェイス・トゥ・フェイ

スと私ども申し上げておりますけれども，そうしたコミュニケーションが大事になって

くると思っております。

それによって，皆様の疑問や御不安というのはそれぞれにお答えする形で，いわゆる

オーダーメイドでお話をしていかなければいけないなというふうに肝に銘じております。

御意見ありがとうございます。

（松成委員）

どうぞ，今では，九電が一番こういう防災対策とか，対応は，日本でトップを行って

いるのではないかなと思いますので，是非引き続きの御支援，対策をお願いしたいと思

います。

（地頭薗座長）

はい，ありがとうございます。

ほか，よろしいでしょうか。

② 令和５年度原子力防災訓練の結果

（地頭薗座長）

それでは最後の議題になります。議事②「令和５年度原子力防災訓練の結果」につい

て鹿児島県から御説明お願いします。
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（鹿児島県）

それでは資料９を御覧ください。

令和５年度原子力防災訓練の結果についてでございます。

１，令和５年度県原子力防災訓練概要につきまして，訓練は令和６年２月10日，約210

機関，約4,000人に御参加を得て実施いたしました。２月10日以外に原子力訓練を行った

学校等も含めた年度間の参加機関，参加人数は約220機関，約5,500人でございました。

（３）訓練の特徴につきましては，ア，より実効性を高めるという観点から新たに実

施した訓練として，避難車両配車システムを活用した訓練へのバス・タクシー事業者の

参加，原子力防災アプリの情報投稿機能を活用し，住民の方から行政に被災状況に関す

る情報を連絡する訓練等を実施いたしました。

また同じく，（３）訓練の特徴につきまして，委員の皆様も御案内のとおり，本県はこ

れまで地震被害を想定した原子力災害という複合災害対応につきまして，原子力防災訓

練を重ねてきております。

それらは，イ，地震被害を想定した訓練の（イ）従来から実施してきている訓練に記

載がございますが，今年度訓練におきましても，自衛隊など関係機関の協力を頂きなが

ら，道路損壊状況調査や道路啓開訓練等を実施いたしました。

他方，今年１月の能登半島地震の発生を受け，検討を行った結果，（ア）能登半島地震

を踏まえて新たに実施した訓練にありますとおり，薩摩川内市や警察・消防による倒壊

家屋からの救助訓練，県原子力災害対策本部会議のシナリオに地震による被災状況の報

告を追加して実施をいたしました。

次に，２，外部委託による評価，検証結果についてでございます。説明は時間の都合

上，主なものを御紹介させていただきます。

まず，（１）訓練成果の全体考察についてでございます。

ア，良好事例としまして，１ページから２ページにかけ，県や市の災害対策本部会議

における原子力災害時住民避難支援・円滑化システムの活用による効率化，住民避難訓

練における原子力防災アプリ活用による円滑かつ的確な訓練実施などが挙げられており

ます。

３ページを御覧ください。

（２）訓練項目別の成果と課題についてでございます。

ア，県本部訓練につきましては，確実な情報伝達が図られていたことが評価されてい

る一方で，更なるリアリティー向上のため，状況に即した服装や行動の検討が提案され

ております。

イ，オフサイトセンター関係についてでございます。

良好事例としましては，対応すべき事項を主要活動ボードに書き出し，漏れがないよ

う工夫していたことなどが挙げられました。

改善すべき事項としましては，原子力防災訓練前に実施される図上訓練への参加率が

低いことなどが指摘をされております。

４ページを御覧ください。
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ウ，住民避難関係についてでございます。

良好事例として，原子力防災アプリの活用による受け付け作業の円滑な進行などが挙

げられております。

改善すべき事項としましては，当初予定していた無線機ではなく，携帯電話で連絡す

る場面があったことなどが挙げられております。

５ページを御覧ください。

令和５年度鹿児島県原子力防災訓練住民アンケート実施結果についてでございます。

今回訓練に参加いただいた住民の方々を対象にアンケートを実施したところ，501人の

方々から御回答を頂きました。

市町村別の内訳等につきましては５ページ下側に記載のとおりでございます。

６ページを御覧ください。

アンケート質問への回答についてです。Ｑ１の訓練参加経験は56％の方々が初参加，

Ｑ２の市町の避難計画につきましては，知っているが68％でありました。

７ページでございます。Ｑ３の原子力災害時の避難方法について，知っている，ある

程度知っているが合わせて81％，Ｑ４の防護措置について，知っている，ある程度知っ

ているが合わせて63％，Ｑ５の避難指示等の伝達につきましては，防災行政無線，緊急

速報メール，原子力防災アプリ等により情報を確認できた，広報内容の理解につきまし

ては，十分理解できた，理解できたが合わせて93％という結果になっております。

８ページをお開きください。Ｑ６の原子力防災アプリや紙ＱＲコードを使用した受け

付けにつきましては，できたが84％であったのに対し，アプリに慣れておらず，手間取

ったや，ＱＲコード使用が始めてなどとの理由によりできなかったという方が12％でご

ざいました。

Ｑ７の安定ヨウ素剤の緊急配布につきましては，適切だったが85％となっておりまし

た。

Ｑ８の原子力防災アプリを使用した安定ヨウ素剤の配布につきましては，77％がスム

ーズにできたと回答されております。

Ｑ９の屋内退避に関する質問につきましては，できたが81％でありました。

９ページを御覧ください。Ｑ10の避難退域時検査につきましては，理解できたが78％，

Ｑ11の避難所受入れに関する質問につきましては，適切が80％でありました。

Ｑ12，今回の訓練を体験して避難できると感じましたかの質問に対しましては，でき

るが72％であり，Ｑ13の防災講習会につきましては，参考になったという方が83％とな

っております。

10ページをお開きください。上半分には参加住民アンケート集計結果概要をお示しし

ております。後ほど御覧ください。

10ページ下部分には，主な自由意見をお示ししております。

主なものを御紹介しますと，１，訓練想定，内容につきましては，一通りの流れが分

かった，訓練するのは良いこと，講話を聞いて，慌てて避難しなくてもよいということ

が分かったなどとの御意見がある一方で，避難人数が多くなるとできるか不安，住民一

斉の避難だと混乱するなどとの御意見がありました。

２の避難につきましては，まず屋内退避をした後の意味やその重要性を理解しづらか
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った，避難までの流れを１枚に分かりやすくまとめてほしいなどとの御意見を頂きまし

た。

Ｑ３，原子力防災アプリにつきましては，利用方法の研修が必要などとの御意見を頂

きました。以上が令和５年度訓練の結果でございます。

県といたしましては，ただいま御説明した外部評価検証結果や住民アンケート結果の

ほか，今後訓練に御参加いただいた関係機関等の御意見を踏まえ，課題などを整理する

こととしています。

また，能登半島地震を踏まえた新たな知見等に関しましては，国での議論を注視しつ

つ，今年度訓練の課題などとあわせ，本専門委員会の御助言，御意見を伺った上で，今

後の訓練の内容につきまして，必要な見直しを行いたいと考えております。説明は以上

でございます。よろしくお願いいたします。

（地頭薗座長）

はい，ありがとうございました。

大分時間をオーバーしておりますが，この場ですぐお聞きしたいことがあればお受け

いたしますが，どなたかございますか。

はい，守田委員お願いします。

（守田委員）

どうも，御説明いただきありがとうございます。九州大学の守田でございます。

実際に防災訓練の方に参加をさせていただきました。

オフサイトセンターのところで，避難車両の配車システムについて開発された企業の

方から，どのようなものであるかということを御説明いただきまして，非常に効率よく

避難車両の配車ができるシステムだと理解をいたしました。

道路の物理的な利用を，地震によって道路が使えなくなった場合等も情報がリアルタ

イムに反映できて配車の方に反映できるということで非常にすばらしいシステムだと思

いました。

一方で，道路の混雑状況については，まだシステムの方に反映ができていないという

御説明だったと理解をしております。実際には避難ルートは混雑が予想されるわけで，

その点を反映しないとなかなか実用上は効率的，効果的な配車ができないのではないか

と想像しましたが，技術的には可能だという御説明だったので，今後システムの改善，

改良も含めて御検討いただければと思います。以上です。

（地頭薗座長）

はい，ありがとうございます。

ほか，よろしいでしょうか。

はい，松成委員。

（松成委員）

守田先生と一緒にその説明を聞いておりまして，是非，アプリのスイッチを押すだけ
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で切り替えられる，「今，交通情報がこのアプリの中に一緒に見られるよといいな」とい

うようなアプリ間の連動スイッチング機能を付けていただけると，有り難いのかなと思

います。大変よい，全国でも評判のアプリですので，是非そういう機能を作っていただ

きたいなと思います。

もう１点いいですか。いつもこの訓練を長年実施しているのですけれど，私は県の原

子力災害医療ネットワーク検討会の委員でもあるのですけれども，やはり医療とも連携

して，訓練をしていただきたいなと思うのです。

要支援者になる方は発災のときに病院を受診していたり，最悪の場合には，病院ごと

避難しなければならなくなる，そのような方々なので，是非そういう方々を把握するた

めにも，専門職と連携することが重要ではないかと思います。今はコミュニティ自体も

個人情報の保護が浸透しています。そのようなことで，要支援者の方を自治体，自治会

の人に把握してくださいと言っても，「そんなことは個人情報だから調べないでください」

というようなことを言う方もいるようです。しかし，専門職だと必ず訪問看護とか訪問

介護に行っていますので，担当者は分かっています。ただ，その方々もやはり自分たち

が災害が起こったときにどういうふうに動いたら，支援したらいいのか，考えています。

県の栄養士会の方も積極的活動をしています。専門職の方を是非こういう訓練に巻き込

んで，一緒になって支援，活動していただきたいなと思います。

例えば，双葉病院とか福島のときには，そのような方々もやはり要支援者になるので

すよね，病院から出てしまうと。そういう方々をどうするのかとか，いろいろと調査を

しているのですけれど，是非訓練を充実させるためにも，いろいろな職種，専門職の力

を借りていいのではないかなと思いましたので，是非よろしくお願いしたいと思います。

（地頭薗座長）

はい，ありがとうございます。

井口委員。

（井口委員）

防災訓練というわけではないのですけれども，意見でアプリは原子力以外には使えな

いのかという意見があって，これはすごく真っ当だと思うのですよ。

こんなもの当たり前ではないかと思ってですね。こんなものを原子力だけに使ってい

たら非常にもったいないので，是非検討していただきたいと思います。

（地頭薗座長）

はい，ありがとうございます。

はい，相良委員。

（相良委員）

量研機構の相良です。

私もこの主な自由意見のところの４番です。安定ヨウ素剤緊急配布，これは頂いた意

見が非常に重要で，配布だけでは駄目なのでちゃんと服用するところ，タイミングが非
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常に重要なのでそこのところも今後は訓練に入れていただきたいと思いました。コメン

トです。

（地頭薗座長）

はい，ありがとうございます。

まだ御意見等あるかもしれませんが，事務局の方にまた御意見寄せていただければと

思います。

また，これまでの資料についても，御質問，御意見がありましたら，後日でも構いま

せんので，事務局の方に御連絡していただければと思います。

４ 閉会

（地頭薗座長）

それではこれで終わりますが，事務局の方からお願いします。

（事務局）

はい。事務局より御連絡いたします。

本日の議事録は事務局で作成し，委員の皆様に御確認いただいた上で，県のホームペ

ージに公表したいと考えておりますので，よろしくお願いいたします。

事務局からは以上でございます。

（地頭薗座長）

今日も活発な議論で大変時間をオーバーしてしまいました。

申し訳ありませんでした。

これで今日の議事を終了したいと思います。

どうもありがとうございました。


